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■計画の基本情報

R 2 ～ R 7

第３次亀山市行財政改革大綱に関する実績等報告書（令和３年度）

位置付け
本大綱は、第2次亀山市総合計画前期基本計画の「6.行政経営（3）持続性を保つ健
全な財政運営」に向け、具体的な手法を示すものであり、第2次亀山市行財政改革大
綱の目標を継承し、開かれた市政を推進する。

政策部 DX・行革推進室

目的・概要

計画期間 年度

『市民サービスの向上と次代を見据えたスマート自治体への転換』を図っていくことを目
的として、行財政運営上の問題を的確に把握し、その解決のためにスピードと成果を重
視しながら実行へと移していく。

計画の骨格

本大綱の体系は、「市民サービスの向上と次代を見据えたスマート自治体への転換」を
図っていくことを目的として、4つの目標及び15の重点方針を設定し、前期実施計画：
82の具体的取組を掲げています。



■成果指標
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■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（R3）単位

成果指標名

別紙「成果指標一覧」のとおり

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

令和3年度については、第3次亀山市行財政改革大綱（令和2年度～令和7年度）
の2年目として、行財政改革大綱前期実施計画（令和2年度～令和4年度）：82の
具体的取組の着実な推進を図るため、令和2年度の実績を分析するとともに、上半
期において課題・問題点等も含め、各取組状況を確認するなど進捗管理に努め
た。
また、学識経験者等で構成する行政改革推進委員会などの会議については、新型
コロナウイルス感染拡大の状況下において開催には至らなかったが、行政改革推進
委員会委員の任期満了に伴い、新たに委嘱するすることで推進体制を確保した。

①行政システムの改革として、AI・RPA等の導入推進やマイナンバーカードの交付率
の向上に努めるとともに、タブレット端末を用いた電子会議システムの導入による業
務改善やペーパーレス化を行った。
②財政運営の強化として、市税や保育所等利用者負担金などの収納率の向上に
努めた。、また、農業集落排水事業の経営状況を明確化するために企業会計を導
入した。給食費の公会計化を完了した。
③既成概念からの脱却として、福祉医療費助成事業において市制度の見直しを行
い、事務事業のスクラップ＆ビルドを進めた。
④市民総活躍によるまちづくりとして、コミュニケーションツールを使用して地域まち
づくり協議会と市が情報交流を行うことができた。

行財政改革大綱取組の着実な実践により、財源確保と経費削減が図られたことか
ら、総合計画推進に寄与することができた。
【行財政改革による主な効果】
AI・RPA等の導入、マイナンバーカード交付率の向上、収納率の向上、福祉医療費
助成制度の見直し、民間賃貸住宅の活用

コロナ禍において、各取組の進捗等に影響があることは否めないが、第3次行財政
改革大綱に掲げる中間（R4末）目標値の達成に向け、前期実施計画に掲げる82の
具体的取組を着実に進めていく必要がある。

引き続き、改革の目的を念頭に置き、市民サービスの向上と次代を見据えたスマー
ト自治体への転換の実現に向け、行財政改革を推進する。



■成果指標一覧
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80.6

10,671

2

90

3

10

4

協働事業提案制度を実施した件数 件 25 35

実績値
（R3）

15

43.6

39,839

23.8

新たな自治体間連携の協議等を行った数 件 - 4

かめやま人キャンパスを修了した人数 人 -

病院事業会計への繰出金（法定外）の額 千円 94,332
50,000
以内

120

スクラップ＆ビルドの件数 件 - 8

民間賃貸住宅を活用した戸数 戸 74 134

地区防災計画を策定した地域まちづくり協議会等の
数

地区 -

財政調整基金の残高 億円 29.7
20.0
以上

経常収支比率（一般会計） ％ 86.5
85.0
以下

マイナンバーカードの交付率 ％ 9.8 90.0

時間外勤務総時間 時間 42,328
40,000以

下

成果指標名
現状値
（H30）

目標値
（R7）単位

ＡＩ・ＲＰＡ等の導入件数 件 - 8

別紙



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

1

全庁的なＡ
Ｉ・ＲＰＡ
等の導入推
進

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

1

ＩＣＴ
を活用
した市
民サー
ビスの
提供

政策部長
DX・行革推
進室長

政策部
DX・行革推
進室

少子化による人口減少
と高齢化が進み、今
後、行政サービスの多
様化・複雑化が予想さ
れるなか、的確にサー
ビスを提供し続けなけ
ればならない。そのた
めには、ＩＣＴを利活
用し、業務の効率化を
図る必要がある。

ＡＩやＲＰＡ等のＩ
ＣＴの利活用を検討
し、効果の高い定型
的作業において、業
務工程の一部への導
入を図る。

ＡＩ・ＲＰ
Ａ等の導入
件数：５件

一部の課税業務
（個人住民税関係
の４業務と、固定
資産税関係、軽自
動車税関係の計６
業務）にＡＩ・Ｒ
ＰＡを導入し、業
務工程の一部自動
化を図った。ま
た、本市を含む県
内４市町が、総務
省実施のプロジェ
クトに選定され、
その中で、固定資
産税の登記済通知
書の入力にＲＰＡ
を導入した。

対象業務の拡充

昨年度実施した一部の
課税業務に加え、ワク
チン接種業務、収納業
務、生活保護業務でシ
ナリオ作成を行った。

ワクチン接種業務、収
納業務、生活保護業務
でシナリオ作成したこ
とにより、昨年度と合
わせて15本のシナリオ
を作成した。収納業務
においては、約413時
間短縮することができ
た。

試行導入となっている
シナリオを本格導入で
きるように進める。

継続及び更なる検
討

100%

2

課税業務へ
のＡＩ・Ｒ
ＰＡ等の導
入

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

1

ＩＣＴ
を活用
した市
民サー
ビスの
提供

総務財政
部長

税務課長

総務財政部
税務課
市民税グ
ループ、
資産税グ
ループ

個人市民税、軽自動車
税、固定資産税等にお
いて、基幹系システム
への入力の件数など定
型的業務により、多く
の時間を要しているこ
とから業務の効率化が
求められている。

基幹系システムへの
入力作業や定型的業
務など、業務プロセ
スをＡＩ・ＲＰＡ等
により自動化を図る
ことで作業時間の削
減を図る。

ＡＩ・ＲＰ
Ａ等の本格
導入

個人市民税の事業
所宛名新規登録、
個人宛名新規登
録、給与支払報告
書登録、０円申告
登録及び軽自動車
税の廃車登録、固
定資産税の償却資
産異動登録のＲＰ
Ａを導入した。

・本格導入
・新たな導入事例
の検討

令和２年度導入の市民
税関係業務について
は、検証環境での動作
確認を行った結果、現
時点においてRPA導入
は効果的でないことが
判明した。一方、軽自
動車税及び固定資産税
関係については、検証
環境で動作確認が取れ
たため本番環境で作業
を行った。

軽自動車税及び固定資
産税関係については、
当初賦課に向け年度末
には基幹系システムへ
の多量のデータ入力作
業が発生するが、自動
化することにより、作
業時間の削減につなげ
ることができた。

RPA導入に効果的でな
いことが判明した市民
税関係業務について
は、新たにRPAに適応
する業務として特別徴
収事務に係る異動届出
書が県下統一となった
ことから、異動入力に
ついて、他市町の事例
を参考にRPA導入に向
けた検討の必要があ
る。

・本格導入
・新たな導入事例
の検討

100%

3

マイナン
バーカード
の交付率の
向上

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

1

ＩＣＴ
を活用
した市
民サー
ビスの
提供

市民文化
部長

市民課長

市民文化部
市民課
戸籍住民グ
ループ

「デジタルガバメント
閣僚会議」において、
令和４年度中にほとん
どの住民がマイナン
バーカードの保有する
ことを想定し、全市区
町村において「交付円
滑化計画」の策定を推
進することなどが盛り
込まれた国の方針が決
定されたことに伴い、
マイナンバーカードの
交付率の向上に努める
必要がある。

令和元年度中に策定
する予定の「マイナ
ンバーカード交付円
滑化計画（仮称）」
に基づき、マイナン
バーカードの交付率
の向上に努める。

マイナン
バーカード
の交付率：
８０．０％

毎月第２・４日曜
日の午後、毎週木
曜日の夜間等時間
外交付窓口を開
設、本庁に専用窓
口新設、統合端末
２台増設、行政専
門員３名へ増員、
商業施設等へ出張
申請、本庁特設会
場で申請受付実
施、行政情報番
組、市広報等で取
得促進に取り組ん
だ。

交付率向上に向け
た取組

毎月第２・４日曜午
後、毎週木曜夜間等に
時間外で交付受付、申
請者に1,000円分のク
オカード進呈キャン
ペーンを実施し、各地
区・学校、期日前投票
所等で特設申請受付を
行うとともに、あいあ
い施設内及び新型コロ
ナウイルスワクチン接
種会場へのパンフレッ
ト、ポスター設置、行
政情報番組、市広報等
で周知し取得促進に取
り組んだ。

交付体制の充実、交付
時間の拡大、出張申請
の実施、各種広報活動
に積極的に取り組んだ
結果、一昨年度末
27.97％から年度末交
付率を43.62％まで向
上させることができ
た。

国においては、令和４
年度末にほとんどの住
民が保有することを想
定しているが、生活に
欠かせないレベルまで
の施策として利活用等
機能の拡大が必要だと
考えられる。マイナン
バーカードの交付につ
いては、活用の相談等
に対応できる職員体制
とともに、申請時又は
受取時に窓口での手続
きが必要となるため、
申請機会の拡大、継続
した勧奨活動の取り組
みが必要となる。

・交付率向上に向
けた取組
・目標指標の達成

75%

4
保育現場へ
のＩＣＴ機
器等の導入

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

1

ＩＣＴ
を活用
した市
民サー
ビスの
提供

健康福祉
部長

子ども未来
課長

健康福祉部
子ども未来
課
子ども総務
グループ

幼児教育・保育の無償
化がスタートし、保育
所等の利用意向の高ま
りが予想されるなか、
保育士不足の深刻化な
ど、保育現場で働くこ
とへの負担軽減が求め
られる。

保育現場へのＩＣＴ
機器等の導入により
効率的な業務管理を
行うことで、保育士
の労働環境の改善を
図るとともに、労働
時間の短縮を目指
す。

保育準備等
に要する時
間外勤務の
削減（Ｒ１
年度比：１
０％削減）

内部での保育シス
テムの研究を行
い、選定準備を進
めた。

・機能導入
・導入機能による
実践

昨年度に引き続き、保
育システム選定のため
の研究を行い、保育現
場の労働環境向上に向
けた検討を行ってい
る。

保育システムの選定を
進め、保育現場の労働
環境向上に向けた検討
ができた。

スムーズなシステム運
用ができるよう、シス
テムを利用する保護者
への十分な説明を行う
必要がある。

導入機能による実
践

75%

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和３年度取組実績



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

5

図書館整備
におけるＡ
Ｉ・ＲＰＡ
等の導入

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

1

ＩＣＴ
を活用
した市
民サー
ビスの
提供

教育部長
生涯学習課
長

教育委員会
事務局
生涯学習課
社会教育グ
ループ

昭和５５年の開館以
来、施設総体の老朽
化、学習室の不足、図
書館サービスの制約、
アクセスの悪さ等の
様々な課題があるにも
関わらず、最先端技術
等の導入による利便性
充実や効率化が進んで
いない。

駅前に整備する新図
書館において、Ａ
Ｉ・ＲＰＡ等を導入
することで膨大な
データの蓄積が可能
となり、利用者から
のレファレンスへの
対応など利便性充実
を図る。
また従来、職員が手
作業で実施していた
蔵書点検などの効率
化を図る。

新図書館へ
のＡＩ・Ｒ
ＰＡ等の導
入実現

令和２年３月に策
定した「亀山市立
図書館管理運営の
基本方針」におい
て定めた『先進技
術導入による省力
化』のＩＣＴ化の
取組に基づき、新
図書館整備に伴う
システム整備の検
討を行った。

・導入事例の調
査、検討
・設計
・工事

令和２年３月に策定し
た「亀山市立図書館管
理運営の基本方針」に
おいて定めた『先進技
術導入による省力化』
のＩＣＴ化の取組に基
づき、新図書館整備に
伴うシステム整備の検
討を行い、新年度にお
いて必要な予算措置を
行った。

新図書館のシステム整
備において、具体的に
ＩＣタグの導入、自働
貸出機、ＢＤＳ（盗難
防止装置）等の導入を
進めることにより、蔵
書管理の効率化が図れ
るとともに、図書館利
用者の利便性が向上す
る。

新図書館開館に向け
て、予算の範囲内でシ
ステム整備を進める必
要がある。

供用開始 100%

6
行政評価シ
ステムの再
構築

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

２

事務事
業構築
手法の
確立

政策部長
政策推進課
長

政策部
政策推進課
政策調整グ
ループ

平成２０年度から行政
評価システムを運用す
るなか、これまでも施
策・事業の効果的かつ
効率的な推進に向け
て、システムの見直し
や充実を図ってきたと
ころであり、今後にお
いても、手段が目的化
することのないよう継
続的な検証と見直しが
必要である。

現行の行政評価シス
テムを検証し、事務
量と効果のバランス
も踏まえた上で、評
価システムを改訂す
る。

行政評価シ
ステムの改
訂

現行の評価システ
ムについて、シス
テム運用上の課題
や今後も継続して
いくべき事項等に
ついて、洗い出し
を行った。

・現行評価システ
ムの検証
・行政評価システ
ムの見直し検討

ＰＤＣＡサイクルにお
けるＣ（チェック）か
らＡ（アクション）へ
の効果的な展開が図れ
る評価システムとなる
よう、再構築に向けた
検討を行った。

「評価に必要な情報量
の確保やその精度の向
上」と「評価システム
の簡素化」とのバラン
スを出来る限り考慮し
た行政評価システムの
再構築に向けた検討を
進めることができた。

行政評価の結果を、第
２次総合計画後期基本
計画に掲げた施策の効
果的・効率的な推進に
つなげるため、政策部
門と財政部門の連携が
必要となる。

行政評価システム
の改訂

50%

7

事務事業の
採択及び再
編手法の検
討

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

２

事務事
業構築
手法の
確立

政策部長
政策推進課
長

政策部
政策推進課
政策調整グ
ループ

持続可能な行財政運営
にあたり、事務事業の
妥当性等を検証し、
「選択と集中」による
事務事業の効率化・重
点化を進める必要があ
る。

第２次総合計画後期
基本計画第１次実施
計画の策定に向け
て、施策推進に寄与
する効率的・効果的
な事務事業の採択や
再編手法を確立し、
新規事業の採択等に
活用する。

事業の採
択・再編手
法の確立

第１次実施計画に
位置付ける主要事
業の採択に当た
り、事前評価工程
を見直すことによ
り事務事業の重点
化等を図ることが
できる手法につい
て、その可能性を
検討した。

・事務事業の採
択・再編手法の確
立
・当該手法の活用
による事務事業の
採択

実施計画を構成する主
要事業の要求時に、事
業毎に必要性、適時性
等の５項目による事前
評価を行うとともに、
継続的に取り組む事業
については、事業の見
直し及び事務事業評価
結果の活用について確
認した。

施策推進や財政運営に
影響を及ぼす主要事業
について、その企画・
計画段階において事業
の必要性や事業手法の
効率性等を検証するこ
とにより、事業の規模
及び手法の適正化等を
図ることができた。

主要事業の事前評価に
ついては、担当課によ
る自己評価であるた
め、より客観的な視点
からの評価も検討して
いく必要がある。

後期基本計画実施
計画に位置付けた
事業の推進

75%

8
亀山版ＳＤ
Ｇｓの確立

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

２

事務事
業構築
手法の
確立

政策部長
政策推進課
長

政策部
政策推進課
政策調整グ
ループ

持続可能なまちづくり
の実現に向けて、世界
水準のＳＤＧｓ（持続
可能な開発目標）を本
市の実情に沿った形に
適応させながら今後の
政策展開に活用してい
く必要がある。

本市の状況を考慮し
た目標（ゴール）設
定やＳＤＧｓの重要
な側面である「経
済・環境・社会」を
統合的に捉えた全体
最適の考え方などＳ
ＤＧｓの視点も踏ま
えた計画・事業立案
の在り方を確立す
る。

「亀山版Ｓ
ＤＧｓ」の
確立

本市におけるＳＤ
Ｇｓの取組方向等
を整理するに当た
り、前期基本計画
の「施策の方向」
ごとにＳＤＧｓの
ゴール等との関連
を検証するととも
に、他自治体の事
例等も踏まえつ
つ、後期基本計画
等への展開方策に
ついて検討を行っ
た。

「亀山版ＳＤＧ
ｓ」の検討及び確
立

自治体ＳＤＧｓの確立
に向け、後期基本計画
素案に基本施策毎のＳ
ＤＧｓ達成目標を明示
し、総合計画上の位置
付けを行った。

ＳＤＧｓ達成目標を位
置付けた後期基本計画
素案を取りまとめ、亀
山版ＳＤＧｓの確立の
ための基礎資料を整備
することができた。

自治体ＳＤＧｓの推進
を含めた後期基本計画
の計画管理の在り方に
ついて、更に具体的に
検討していく必要があ
る。

「亀山版ＳＤＧ
ｓ」の確立及び推
進

75%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
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No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
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取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

9
働き方の意
識改革

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

3
働き方
改革の
推進

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
人事給与グ
ループ

職員のワーク・ライ
フ・バランスの更なる
推進に向け、労働時間
の長さよりも業績や業
務効率化を重視する職
場環境へ転換を図るこ
とが必要とされる。

各所属において業務
に係るマニュアルを
作成し、共有する。

全職場にお
いてマニュ
アル作成

令和２年２月１８
日付けで通知した
「令和元年度定期
監査結果に基づく
措置に係る業務マ
ニュアルの作成に
ついて」により、
様式例を示した。
各所属において
は、それぞれの業
務に合ったマニュ
アルの作成を進め
ているところであ
る。

全庁的なマニュア
ルの作成（導入）

各所属においては、そ
れぞれの業務に合った
マニュアルの作成を進
めている。

各所属においては、随
時それぞれの業務に
合ったマニュアルの作
成をしている。

各所属において継続的
にマニュアルを見直す
とともに、新たな業務
が発生した場合など随
時作成を必要とする。

作成したマニュア
ルの見直し及び充
実

100%

10
時間外勤務
時間の削減

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

3
働き方
改革の
推進

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
人事給与グ
ループ

時間外勤務について
は、特定事業主行動計
画に全体の目標値を定
めて取り組んできたと
ころであるが、働き方
改革法により、職員一
人当たりの時間外勤務
時間の上限が規定され
たことから、業務の効
率化・平準化を図る必
要がある。

職員一人当たりの時
間外勤務時間の上限
が月４５時間、年間
３６０時間と規定さ
れたことから、これ
らを越えないようマ
ネジメントを実施す
る。

年間時間外
勤務時間３
６０時間超
え：０人

平成３１年４月１
５日付けで通知し
た「時間外勤務の
取扱いについて」
により、各所属に
おいて職員の労働
時間管理を行って
いる。令和２年度
は、新型コロナウ
イルス感染症対策
の影響により業務
の減った部署があ
る反面、業務が増
大した一部の部署
においては労働時
間の管理が難しく
なった。

前年度の実施状況
を踏まえ、目標達
成に向けてのマネ
ジメントを実施

令和３年８月２日付け
で通知した「令和３年
度時間外勤務削減計画
の実施について」によ
り、各所属において職
員の労働時間管理を行
い、設定された目標達
成に向けて取り組ん
だ。

本年度においても新型
コロナウイルス感染症
対策事業など、緊急対
応を要する業務が継続
しており、３６０時間
を超える職員が昨年度
より増加した。

目標達成に向け取り組
んでいるが、令和３年
度も新型コロナウイル
ス感染症の影響によ
り、業務の減った部署
がある反面、業務が増
大している。

取組の継続 75%

11
有給休暇の
取得促進

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

3
働き方
改革の
推進

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
人事給与グ
ループ

民間労働法制の改正に
より、民間企業におい
ては、平成３１年４月
から労働者に対して年
間５日の年次有給休暇
を取得させることが義
務付けられ、国家公務
員においても、職員の
年５日以上の年次有給
休暇取得を確実にする
ための取組を行ってい
る。市職員についても
ワーク・ライフ・バラ
ンス推進の観点から年
次有給休暇の取得を促
進する必要がある。

亀山市特定事業主行
動計画を改訂し、
ワークライフバラン
ス推進の観点から、
計画に基づいた年次
有給休暇の取得促進
に取り組む。

全職員の年
次有給休暇
の取得日：
５日以上

令和２年６月１０
日付けで通知した
「夏季休暇及び年
次有給休暇の取得
促進について」に
より、夏季休暇及
び年次有給休暇の
取得について促進
した。
　さらに、本年度
は、新型コロナウ
イルス感染症の拡
大防止のための取
組として、積極的
に年次有給休暇の
取得を促進した。

・年次有給休暇計
画表による取得促
進
・記念日休暇の導
入の検討

令和３年６月１１日付
けで通知した「夏季休
暇及び年次有給休暇の
取得促進について」に
より、夏季休暇及び年
次有給休暇の取得につ
いて促進した。
　さらに、本年度も、
新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため
の取組として、積極的
に年次有給休暇の取得
を促進した。

所属長に年次有給休暇
の取得状況を説明する
等、目標達成に向けて
取り組んだが、新型コ
ロナウイルス感染症の
影響で業務が増大し、
年次有給休暇の取得日
が５日未満の職員が昨
年より増加した。

新型コロナウイルス感
染症の影響で、業務が
増大している部署につ
いては、取得が困難な
ところもある。

・年次有給休暇計
画表による取得促
進
・記念日休暇の導
入の検討

75%

12
定員適正化
の推進

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

3
働き方
改革の
推進

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
人事給与グ
ループ

厳しい財政状況が続く
ことが見込まれるな
か、市民のニーズに対
応した行政サービスを
行うため、職員の適正
な定員管理を行うとと
もに必要な労働力を確
保する必要がある。

第４次亀山市定員適
正化計画を策定し、
真に正規職員の配置
が必要な職について
は、計画に基づき正
規職員の配置を実施
し、適正な定員管理
を行う。
また、会計年度任用
職員についても効果
的な配置を実施す
る。

定員適正化
計画に基づ
く職員の適
正な定員管
理と配置

定員適正化計画に
基づき、計画的に
職員採用を行っ
た。
また、本年度は、
新型コロナウイル
ス感染症対策に関
する業務が増大し
たことから、ＰＴ
及び新型コロナワ
クチン接種室を設
置したが、正規職
員を増やすことな
く対応した。

業務内容や業務量
の変化を把握し、
適切な人員配置を
行う

定員適正化計画に基づ
き、計画的に職員採用
を行った。
また、令和３年度も、
新型コロナウイルス感
染症対策に関する業務
が増大したことから設
置したＰＴを継続し
た。

定員適正化計画に基づ
き計画的な職員採用を
行い、正規職員の配置
を実施した。

昨年度に引き続き、新
型コロナウイルス感染
症対策など緊急対応を
要する業務への人員的
な措置が課題である。

業務内容や業務量
の変化を把握し、
適切な人員配置を
行う

75%
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取組内容
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人事評価制
度の再構築

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

3
働き方
改革の
推進

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
人事給与グ
ループ

人事評価制度は、評価
結果を給与、昇格等に
反映させることによ
り、職員のモチベー
ション向上に繋げるも
のであることから、評
価結果の正確性を担保
する制度を構築し、評
価結果を処遇に反映す
る必要がある。

人事評価制度の評価
結果の正確性を担保
するための制度を検
討のうえ、運用を実
施し、評価結果を処
遇に反映する。

評価結果の
処遇反映の
実施

令和２年９月に県
内各市の状況を調
査し、その状況を
踏まえ、本市の制
度設計に着手し
た。

評価結果の正確性
を担保するための
制度運用

人材育成等専門家によ
る人事評価結果の活用
に係る研修に参加し、
人事評価の課題につい
て専門家と意見交換を
行った。

公正性を担保するまで
には至っていない。

人事評価の調整会議を
行う等、公正性を担保
する取組が必要であ
る。

処遇反映 50%

14
職務に必要
な資格保持
者の養成

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

3
働き方
改革の
推進

消防部長
消防総務課
長

消防本部
消防総務課
総務・消防
団グループ

職員構成の若年化に伴
い、組織力、現場対応
力の低下が懸念される
なか、多種多様化する
災害へ的確な対応を継
続していくためには、
職務に必要な資格保持
者を確保し、適正な人
員配置をしていくこと
が必要である。

職員に中型・大型免
許を計画的に取得さ
せ、消防車両の機関
員を養成する。
また、救急救命士の
救急車搭乗率を低下
させないよう、継続
して救急救命士を養
成する。

資格保持者
を養成し、
適正な人員
配置ができ
ている

職員２人が中型免
許を取得し、消防
車両の機関員が養
成できた。一方、
救急救命士の養成
については、予定
していた研修所派
遣による救急救命
士の養成は不可能
となったが、国家
試験の受験資格を
有する職員１人が
受験し合格した。

消防車両機関員、
救急救命士の養成

職員１人が大型免許
を、職員２人が中型免
許をそれぞれ取得し、
消防車両の機関員が養
成できた。また、救急
救命士の養成について
は、職員１人が研修を
修了するとともに、国
家試験に合格し、養成
が図れた。

計画どおり資格保持者
の養成が図れたことに
より、適正な人員配置
ができた。

消防車両機関員、救急
救命士とも、継続的に
養成を続ける必要があ
る。

消防車両機関員、
救急救命士の養成

75%
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学校におけ
る「統合型
校務支援シ
ステム」の
導入

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

3
働き方
改革の
推進

教育部長
学校教育課
長

教育委員会
事務局
学校教育課
学事教職員
グループ、
教育研究グ
ループ

学校における働き方改
革を進めているが、現
状、教員の多忙化の改
善は難しく、喫緊の課
題である。また、文部
科学省策定の「教育の
ＩＣＴ化に向けた環境
整備５箇年計画（２０
１８～２０２２年
度）」の中で、教職員
の業務負担軽減と教育
の質的向上を目指して
「統合型校務支援シス
テム」の１００％整備
が掲げられており、学
校におけるＩＣＴ環境
の整備は県内を含め全
国的に加速している。

学校における各種集
計作業・帳簿作成作
業等の効率化、情報
の一元管理や共有に
資する「統合型校務
支援システム」に関
して、他県他市町に
おける導入・活用状
況、費用・効果等に
ついて情報収集し、
導入に向けた検討・
準備を進める。

市内各小中
学校におけ
る「統合型
校務支援シ
ステム」の
導入率：１
００％

令和２年５月よ
り、ＰＣログを活
用した教職員の勤
務状況の把握を開
始、毎月個々の勤
務時間等を確認し
ている。統合型校
務支援システムに
関しては、県内の
導入状況及び使用
するソフトウエア
について情報収集
を行った。

・教職員の勤務状
況の把握
・統合型校務支援
システムの導入検
討と準備

令和３年度も引き続き
ＰＣログによる教職員
の在校時間の客観的な
把握を行っている。ま
た、学校における各種
集計作業・帳簿作成作
業等の効率化、情報の
一元管理や共有に資す
る統合型校務支援シス
テムの導入に向け、情
報を集め、本市におい
て具体的に必要なシス
テムの検討を行った。

統合型校務支援システ
ムの導入を教育課題の
うちの最優先事項と位
置づけ、後期基本計画
や学校教育ビジョンに
施策として記載するよ
う調整している。ま
た、学校における働き
方改革が推進するよう
何を最優先に考え、ど
のように運用していく
か計画を立て、令和４
年度の導入、運用にむ
け準備を行う。

データの移行及び、学
校への周知、研修の徹
底等が必要となること
から、実際の運用は３
学期からとなる見通し
である。
学校現場で混乱が生じ
ないよう、また一部の
担当に業務が偏ること
のないよう、使用する
機能を絞り、順次運用
できるよう工夫が必要
である。

・統合型校務支援
システムの導入
・システム活用に
関する研修の実施

75%

16

モチベー
ションを高
める職場環
境の推進

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

4

人財育
成シス
テムの
改革

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
人事給与グ
ループ

平成３０年度実施の３
層体制による組織・機
構については、中間層
であるグループリー
ダーの育成に繋がって
いるが、組織全体にお
ける「仕事のやりが
い」や「モチベーショ
ン向上」について、更
に高めていく必要があ
る。

グループリーダーを
始めとする中間層に
対するマネジメント
能力向上の研修及び
組織全体のコミュニ
ケーションを高める
ため、管理職員に対
する研修を実施す
る。
また、組織・機構に
ついても継続して検
証を実施する。

「自己申
告」におけ
る「仕事の
やりがいが
ある・コ
ミュニケー
ションが取
れてい
る」：６
０％

グループリーダー
については昨年度
に引き続き人事評
価研修を実施し
た。しかし、管理
職及びグループ
リーダーへの市独
自研修は、新型コ
ロナウイルス感染
症の影響により実
施できなかった。
組織・機構につい
ての検証は、所属
長に対するヒアリ
ングを行った。

・職員研修の実施
・組織機構改革の
検証

組織・機構の改革につ
いては、各所属にヒア
リングを実施するな
ど、検証結果を踏まえ
て見直しを行った。
研修については、課長
級やＧＬを対象とした
研修を実施できなかっ
た。

令和４年度から新たな
組織・機構とする。
新型コロナウイルス感
染症の影響で本年度に
おいても独自研修の実
施は困難な状況であ
る。

組織・機構について
は、各所属間の業務の
調整が必要になってく
る。
研修については、新型
コロナウイルス感染症
の感染状況を考慮する
必要がある。

・職員研修の実施
・組織機構改革の
検証

75%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

17
構想力を高
める研修の
実施

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

4

人財育
成シス
テムの
改革

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
人事給与グ
ループ

人口減少と高齢化が
益々進展していくこと
が予想される中で、自
治体職員については分
野横断的に、地域や組
織の枠を超えて、行政
の在り方を見直す構想
力を身に付けることが
求められることから、
そのための人材を育成
する必要がある。

多様化する行政ニー
ズに対応できる情報
発信力、企画提案
力、分野横断的に施
策を創造できる構想
力を高める研修を実
施する。

各種研修の
実施

新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より、階層別研修
（三重県市町総合
事務組合主催）や
広域・派遣研修な
どは中止又は人員
を減らしての実施
となった。

研修の実施

新型コロナウイルス感
染症の影響により、能
力向上研修（三重県市
町総合事務組合主催）
が延期や人数を減らし
ての実施、広域・派遣
研修などが中止となっ
たものもあった。

新型コロナウイルス感
染症の影響で研修の実
施、参加が困難な状況
が続いている。

外的要因により、研修
実施が困難な場合は、
計画の見直しが必要で
ある。

研修の実施及び検
証

50%

18
階層別研修
体系の構
築・充実

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

4

人財育
成シス
テムの
改革

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
人事給与グ
ループ

人材育成基本方針に基
づき研修を実施してい
るが、職員一人ひとり
がいつまでにどのよう
なスキルを身に付ける
必要があるのかを、体
系的に把握できていな
い。

職員に実施する研修
が、キャリア形成に
繋がるよう体系的な
ものとして構築し、
その上で、職員自身
が受講していくべき
研修が分かるように
見える化を図る。
また、男女の区別な
く管理職を目指す意
識醸成のための研修
を実施する。

キャリア形
成に繋がる
研修体系の
構築及び研
修の実施

人材育成基本方針
に規定されている
研修体系の階層別
研修について、現
在実施している研
修を分類した。

研修体系に基づく
研修の実施

新型コロナウイルス感
染症の影響により、階
層別研修（三重県市町
総合事務組合主催）が
延期や人数を減らして
の実施となった。

新型コロナウイルス感
染症の影響で本年度に
おいても研修の実施、
参加が困難な状況が続
いている。

外的要因により、研修
実施が困難な場合は、
計画の見直しが必要で
ある。

研修体系に基づく
研修の実施

25%

19

行政課題に
対応できる
人材育成研
修の実施

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

4

人財育
成シス
テムの
改革

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
人事給与グ
ループ

急速にＩＣＴ技術が発
展する状況の中で、今
後予測されるＡＩの利
活用が一般化する時代
において、職員として
求められる能力を身に
付ける必要がある。

コミュニケーション
能力やコーチングな
どの対人関係能力な
どを身に付ける研修
を実施する。
また、人材育成基本
方針の見直しを実施
する。

各種研修の
実施

新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より、階層別研修
（三重県市町総合
事務組合主催）や
広域・派遣研修な
どは中止又は人員
を減らしての実施
となった。また、
人材育成基本方針
の見直しに着手し
た。

コミュニケーショ
ン能力やコーチン
グなどの対人関係
能力を習得するた
めの研修の実施

新型コロナウイルス感
染症の影響により、能
力向上研修（三重県市
町総合事務組合主催）
が延期や人数を減らし
ての実施となった。

新型コロナウイルス感
染症の影響で研修の実
施、参加が困難な状況
である。

外的要因により、研修
実施が困難な場合は、
計画の見直しが必要で
ある。

デジタルツールの
導入状況に応じ、
人材育成基本方針
の見直し

25%

20
コンプライ
アンス意識
の徹底

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

4

人財育
成シス
テムの
改革

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
法務統計グ
ループ

職員の公務員倫理や法
令遵守を推進するため
の環境づくりや体制を
整備することにより、
透明で市民から信頼さ
れる市政を確立するた
め、職員コンプライア
ンス条例等を制定し制
度を構築した。そのた
め、この制度の運用を
徹底する必要がある。

職員コンプライアン
スに関する研修を実
施するとともに、職
員コンプライアンス
に関する状況及び講
じた措置について公
表する。

定期的な状
況公表の実
施

コンプライアンス
推進会議の開催を
行った。また、亀
山市職員コンプラ
イアンス条例等を
運用する中で、問
題があったため、
亀山市職員コンプ
ライアンス条例施
行規則の一部改正
及び亀山市職員コ
ンプライアンスハ
ンドブックの見直
しを行った。

・職員研修の実施
・コンプライアン
ス推進会議の開催
・職員のコンプラ
イアンスに関する
状況等の公表

職員のコンプライアン
スに関する状況を調査
し、結果を組織内部に
公表した。

職員のコンプライアン
スに関する意識は高
まっていると判断でき
る結果を得た。

職員のコンプライアン
スに関する状況の調査
結果を分析し、コンプ
ライアンス推進会議等
において検討した上
で、その手法の見直し
を図るとともに、職員
研修に反映させる必要
がある。

・職員研修の実施
・コンプライアン
ス推進会議の開催
・職員のコンプラ
イアンスに関する
状況等の公表

100%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

21

コンプライ
アンス制度
の適正な運
用

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

4

人財育
成シス
テムの
改革

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
法務統計グ
ループ

職員の公務員倫理や法
令遵守を推進するため
の環境づくりや体制を
整備することにより、
透明で市民から信頼さ
れる市政を確立するた
め、職員コンプライア
ンス条例等を制定し制
度を構築した。そのた
め、この制度の運用を
徹底する必要がある。

職員コンプライアン
ス制度の浸透を図る
ため、働きかけ行為
（要望等及び不当要
求）に関する記録と
上司への報告の実施
について、定期的に
周知を行う。

働きかけ行
為に関する
報告件数：
１０件以上
／年

働きかけ行為に関
する報告は、０件
であった（明らか
に働きかけ行為で
はないと判断でき
るものだけであっ
た。）。

働きかけ行為等に
関する周知と取り
まとめ

上半期と下半期にわけ
て、働きかけ行為の記
録の有無について調査
を行った。

本年度における働きか
け行為に関する記録は
６件であり、そのう
ち、コンプライアンス
推進会議に提出された
記録は０件であった。

働きかけ行為等に該当
するかどうかの判断が
適切になされているか
判断するための事例収
集が十分ではない可能
性がある。

働きかけ行為等に
関する周知と取り
まとめ

75%

22

効率的・効
果的な教職
員研修シス
テム改革

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

4

人財育
成シス
テムの
改革

教育部長
学校教育課
長

教育委員会
事務局
学校教育課
教育研究グ
ループ

亀山市教育関係職員の
研修方針に沿って、
「教職員の資質・指導
力の向上」「今日的教
育課題に対応した実践
力の向上」を一層行
い、新学習指導要領改
訂に合わせた授業改革
等に取り組む必要があ
る。

各学校個別のテー
マ、あるいは全学校
共通のテーマなど、
学校や個々の教職員
の研修ニーズを把握
し、より多くの教職
員が多様な研修を受
けられるよう、外部
講師の効率的な招聘
計画立案や、学校の
枠を超えた研修会の
相互乗り入れの機会
づくり等、効率的・
効果的な教職員研修
の在り方の検討を行
う。

各校及び市
教委の外部
講師招聘研
修会等への
教職員の参
加機会や選
択幅の拡大

各校区別の研修主
題を設定すること
ができた。また、
学校間の研修会の
情報共有を行うこ
とで、他校の研修
会に参加すること
ができる体制づく
りを行った。

・中学校区別の研
修計画の作成
・外部講師招聘に
よる研修会の整理

各校区別の研修主題を
設定することができ
た。また、中学校区別
の研修計画の作成を
行った。学校間の研修
会の情報共有を行うこ
とができた。

中学校区別、学校別に
研修計画を作成し研修
を行う形が整う。外部
講師招聘による研修の
他校への参加ができる
体制を整える。

コロナウイルス感染症
下において、感染状況
によっては、他校への
訪問リスクが生じる。

・中学校区別の研
修計画の作成
・外部講師招聘に
よる研修会の整理
（先進校視察）

75%

23

公文書のラ
イフサイク
ルに合わせ
た適正な管
理

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

5

新たな
公文書
管理の
改革

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
法務統計グ
ループ

公文書のライフサイク
ルごとの課題について
の洗出しを行ったとこ
ろ、メール文書の取扱
いについて文書取扱規
程うえ、明確でない状
態にあり、規程の見直
しも含めて検討が必要
である。また、職員の
公文書管理に対する意
識や実態を把握するた
めアンケート及び調査
を行ったところ、各課
保管簿冊の管理が不十
分な点があること及び
保管スペースが十分に
確保できていない状況
にあったため、その改
善が必要である。

公文書管理に関する
調査等を実施し、結
果を踏まえた上で、
公文書のライフサイ
クルに合わせた適正
な管理手法を構築す
る。

公文書のラ
イフサイク
ルに合わせ
た管理手法
の実施率：
１００％

公文書のライフサ
イクルごとの課題
を洗い出した。

・公文書管理に関
する調査等を実施
・公文書のライフ
サイクルに合わせ
た適正な管理手法
の検討

公文書のライフサイク
ルごとの課題を洗い出
し、公文書の管理に関
する手法の見直しにつ
いて検討を行った。

新庁舎における公文書
を保管するスペースを
確保する必要があるこ
とから、公文書を電磁
的に保管する方法を導
入することなど、公文
書の管理に関する手法
そのものについても見
直すこととなった。

公文書を電磁的に保管
する方法の導入などに
即した、例規の見直し
などが必要となる。

公文書のライフサ
イクルに合わせた
管理手法の実施

50%

24
公文書ペー
パーレス化
の推進

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

5

新たな
公文書
管理の
改革

政策部
長、総務
財政部長

DX・行革推
進室長、総
務課長

政策部
DX・行革推
進室、
総務財政部
総務課
法務統計グ
ループ

毎年公文書の作成等の
ため使用する紙の量
は、廃棄書類を含め大
量に発生している。適
正な公文書の管理とと
もに省資源・コスト削
減の両面から、改善が
必要である。

公文書の電子化を進
めるためモバイル端
末を会議で活用する
ことにより、ペー
パーレス化を検討す
る。

ＯＡ用紙の
使用料：
５％削減

令和元年度に整備
した西庁舎３階の
会議室に加え、本
庁舎３階及び２階
の一部会議室への
無線ＬＡＮ環境の
構築と、モバイル
端末及び電子会議
システム導入の準
備を行った。

モバイル端末の導
入

西庁舎３階会議室に加
え、本庁舎３階及び２
階の一部会議室への無
線ＬＡＮ環境の構築を
行った。また、市議会
の会議等のペーパーレ
ス化を推進するため、
議会参与発令者へのタ
ブレット端末を配付及
び電子会議システム導
入を行った。

西庁舎３階の会議室に
加え、本庁舎３階及び
２階の一部会議室への
無線ＬＡＮ環境の構築
を行った。また、市議
会令和３年１２月定例
会からタブレット端末
による電子会議システ
ムの運用を開始した。

特になし
モバイル端末活用
継続と検証

100%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

25
公文書の管
理の在り方
検討

Ⅰ
行政シ
ステム
の改革

5

新たな
公文書
管理の
改革

総務財政
部長

総務課長

総務財政部
総務課
法務統計グ
ループ

事務事業に係る相手方
との協議内容等につい
て、公文書としてどの
ように管理するか明確
に規定されていない状
況にある。適切に公文
書として保管するた
め、一定のルールづく
りが必要となってい
る。

事業者及び市民等と
の協議や相談内容に
係る記録について、
公文書として管理す
る規定を整備する。

協議内容等
の文書に係
る公文書と
しての規定
整備

事業者及び市民等
との協議等を公文
書として取扱う範
囲等を洗い出して
いる。

規定による運用

事業者及び市民等との
協議等を公文書として
取扱う範囲等について
検討した。

協議内容等の記録につ
いては、意思形成の過
程のひとつにすぎない
ものもあり、その全て
を文書管理システムで
管理することは難しい
と判断した。

事業者及び市民等との
協議や相談内容をどの
位記録するかの検討を
進める必要がある。

規定による運用 25%

26
資金運用に
よる財源確
保

Ⅱ
財政運
営の強
化

6
歳入確
保の推
進

総務財政
部長

財務課長

総務財政部
財務課
財政グルー
プ

市が保有する基金につ
いて、安全かつ効率
的・効果的な運用を図
ることで、財源確保の
拡大を図ることが必要
である。

平成３０年７月に改
訂した亀山市公金管
理・運用指針を遵守
のもと、地方債等債
券による運用収益の
確保に努める。

運用収益の
確保

債券を取り扱う証
券会社から市に有
意な情報の取集を
行い、新たな債券
を購入した。
また、定期的に現
価を確認し、売却
できる時期を確認
した。

地方債等債券によ
る資金運用

３０億円で債券の運用
を行った。

利息収入として年間約
８６０万円を確保する
運用を行った。

利息収入以外の売却益
を得るためには、時価
評価額を適時把握する
必要がある。

地方債等債券によ
る資金運用

100%

27
普通財産の
有効活用・
売却

Ⅱ
財政運
営の強
化

6
歳入確
保の推
進

総務財政
部長

財務課長

総務財政部
財務課
契約管財グ
ループ

市が保有する普通財産
において草刈り等の維
持管理経費が必要であ
るため、その負担軽減
のために貸付や不要な
財産について処分が必
要である。

普通財産の内、未利
用地の貸付等の有効
活用と不要な財産の
売却を行う。

普通財産の
貸付・売却

公売により旧サカ
エ建設（土地・建
物）を売却した。
貸付（有償）につ
いては、土地１０
件、建物１件の新
規貸付を行った。

未利用地の貸付、
不要財産の売却

未利用地の貸付を行う
とともに、山林及び建
物の新規貸付について
相手方と協議を行っ
た。また、旧市営住宅
跡地を普通財産に所管
替えするにあたり、関
係課と手続き等の協議
を行った。

新規7件を含む36件の
未利用地及び建物の貸
付（有償）を行った。
また、今後、用途廃止
により普通財産となる
未利用地の現況把握が
できたことで、今後の
貸付・売却につなげる
ことができた。

貸付や売却が可能な財
産については条件を整
理し公売等の手続きを
進めるとともに、定期
的に未利用地の現況を
確認し台帳情報を更新
していく必要がある。

未利用地の貸付、
不要財産の売却

50%

28
特別徴収事
業所の拡大

Ⅱ
財政運
営の強
化

6
歳入確
保の推
進

総務財政
部長

税務課長

総務財政部
税務課
市民税グ
ループ

地方税法第３２１条の
３給与所得に係る個人
の市町村民税の特別徴
収の規定により、所得
税の源泉徴収義務のあ
る事業所は、給与支払
の際、市・県民税の特
別徴収をしなければな
らないこととされてい
ることから特別徴収制
度の周知と義務の徹底
を図る必要がある。

現在、従業員３人以
上の事業所は原則特
別徴収義務者として
指定しているが、今
後も指定の継続を行
うとともに従業員２
人以上の事業所への
拡大検討を行う。

従業員２人
以上の事業
所への特別
徴収義務者
指定

・従業員3人以上の
事業所への特別徴
収義務の指定及び
徹底を行った。
・従業員2人以上の
事業所への拡大検
討を行い、普通徴
収への切替理由の
基準を改正し、特
別徴収義務を拡大
した。

・従業員３人以上
の事業所への特別
徴収義務の指定及
び徹底
・費用対効果も含
め従業員２人以上
の事業所に拡大検
討

普通徴収への切替理由
を県下統一の要件と整
合させるため、特別徴
収義務者の指定を従業
員２人以上の事業所に
拡大した。また、普通
徴収への切替理由書に
ついても普通徴収にで
きる理由の項目変更を
行った上で事業所に通
知した。

特別徴収義務者指定の
要件を県下統一要件と
合わせることで法定要
件を遵守し、収納率の
向上につなげることが
できた。

従業員が少数で特別徴
収事務に不慣れな事業
所に対しては、引き続
き特別徴収事務の指導
と制度の理解に向けた
丁寧な説明が必要であ
る。

・従業員２人以上
の事業所への特別
徴収義務の指定及
び徹底

100%

29
市税（現年
分）の収納
率の向上

Ⅱ
財政運
営の強
化

6
歳入確
保の推
進

総務財政
部長

税務課長

総務財政部
税務課
収納対策グ
ループ

県内トップクラスの収
納率を目指し、納付者
の収納意識の向上や納
付環境の整備を一層行
い、収納率の向上に向
けて取り組む必要性が
ある。

県内トップクラスの
収納率に向け、加速
するキャッシュレス
決済などの社会経済
情勢の変化に対応す
る納付環境の整備
や、納付者の意識向
上に向けた取り組み
を実施する。

収納率：９
９．２０％

４月１日よりス
マートフォンアプ
リ収納を開始し、
広報紙に掲載する
など周知に努め
た。クレジット収
納について検討
し、令和４年以降
の継続を決めた。
現年収納率に関し
ては、新型コロナ
ウイルス感染症の
経済への影響など
から、９７．９
７％となった。

収納率向上に向け
た取組
・キャッシュレス
社会に対応した新
たな収納方法の検
討

令和４年度当初よりク
レジット収納事業者を
変更するため、収納シ
ステム事業者とも協議
を行い、システム改修
などの具体的な作業内
容を決定した。現年収
納率は、99.23％と
なっており、順調に徴
収できた。

令和４年度当初より新
たなクレジット収納が
可能となり、それに伴
い、ネットバンキング
での納付も可能となっ
た。
現年収納率に関して
は、新型コロナウイル
ス感染症の影響が心配
されたが、目標値を達
成した。

共通納税システムの税
目拡大など、国が進め
る電子申告、電子納税
の体制が整いつつある
中で、市独自で進めて
きた電子納税の環境を
どうしていくのかの見
極めが重要となってく
る。

収納率向上に向け
た取組
・キャッシュレス
社会に対応した新
たな収納方法の検
討

100%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

30
市の債権の
適正管理

Ⅱ
財政運
営の強
化

6
歳入確
保の推
進

総務財政
部長

税務課長

総務財政部
税務課
収納対策グ
ループ

債権回収の根拠となる
法律が異なるため、税
の滞納整理手法をその
まま用いることができ
ず、個人情報の共有も
難しいが、財政の健全
化を進めるうえで、全
庁的な債権の適正管理
に努め、公平な負担に
よる収入の確保をする
ことは必要である。

私債権対策会議(年３
回)、滞納整理機動班
会議(年３回)、滞納
処分等判定委員会(毎
月)を実施し、担当課
の滞納整理状況の情
報交換及び滞納整理
方針等の検討を行
う。

検討結果に
基づき、市
の債権の適
正管理を実
施

私債権対策会議(３
回)、滞納整理機動
班会議(３回)、滞
納処分等判定委員
会(１２回)を開催
した。次年度以降
の会議のあり方を
見直し、滞納処分
等判定委員会を中
心に私債権部会、
公債権部会を設置
し、それぞれ年４
回の開催とした。

私債権部会(年４
回)、公債権部会
(年４回)、滞納処
分等判定委員会(年
４回)の開催

それぞれの会議の在り
方を見直し、私債権対
策会議を私債権部会
に、滞納整理機動班会
議を公債権部会とし、
滞納処分等判定委員会
の下部組織として位置
付けた。すべて年４回
会議を開催した。

各部会で協議した事項
を判定委員会に諮る体
制となり、それぞれ年
４回の会議を開催し、
債権回収の問題点や困
難案件の洗い出しとそ
の解決の方向性につい
ての協議ができるよう
になった。

会議の目的がより明確
になり、債権回収の問
題点や困難案件の洗い
出しとその解決の方向
性についての協議まで
はできるようになった
が、着手は担当課に委
ねられるため、実行性
が低いことが課題であ
る。

私債権部会(年4
回)、公債権部会
(年4回)、滞納処分
等判定委員会(年4
回)の開催

100%

31

保育所等利
用者負担金
（現年分）
の収納率の
向上

Ⅱ
財政運
営の強
化

6
歳入確
保の推
進

健康福祉
部長

子ども未来
課長

健康福祉部
子ども未来
課
子ども総務
グループ

幼児教育・保育の無償
化がスタートし、３歳
以上児の利用者負担金
が無償となるなど、徴
収対象者が大きく減少
しているが、引き続
き、適切な徴収対策が
必要である。

適切な滞納者への納
付勧奨等の対策を行
い、現年分の収納率
向上を図る。

収納率：９
９．８０％

徴収年間計画に基
づき、滞納者への
適切な納付勧奨等
の対策を講じ、現
年分の収納率向上
に取り組んだ。
（収納率：９９．
１６％）

収納率向上に向け
た取組

徴収年間計画に基づ
き、滞納者への適切な
納付勧奨等の対策を講
じ、現年分の収納率向
上に取り組んだ。（収
納率：９９．２３％）

目標指標には届かな
かったが、前年度の収
納率は上回った。

現年度分・過年度分と
もに滞納している滞納
者についての回収を進
める必要がある。

収納率向上に向け
た取組

75%

32
企業立地の
推進

Ⅱ
財政運
営の強
化

6
歳入確
保の推
進

産業環境
部長

商工観光課
長

産業環境部
商工観光課
商工業振興
グループ

県内本線が開通した新
名神高速道路など高速
道路が結節する利便な
交通アクセス、さらに
はリニア駅の誘致な
ど、本市の立地環境に
おけるポテンシャルは
今後、さらに高まるも
のと考えられ、引き続
き、既存企業の事業拡
充への支援及び亀山・
関テクノヒルズ新分譲
地等への企業誘致を進
める必要がある。

企業情報等の把握に
努め、企業立地優遇
制度のＰＲ等を積極
的に実施し、企業誘
致活動を進める。
亀山・関テクノヒル
ズ新分譲地１０区画
については、令和元
年度末時点で、８区
画の進出が決定して
おり、残２区画への
企業誘致を推進す
る。

亀山・関テ
クノヒルズ
新分譲地１
０区画完売

亀山・関テクノヒ
ルズに進出した２
社に対し、奨励措
置指定事業者の指
定を行った。ま
た、県や産業団地
開発主体等と連携
し、産業振興奨励
制度をＰＲしなが
ら、積極的に企業
誘致活動を図っ
た。

企業情報の把握や
企業立地優遇制度
の見直し

県や産業団地開発主体
等と連携し、産業振興
奨励制度をＰＲしなが
ら、企業誘致活動を
図った。また、令和３
年度末で終了する同制
度の改正に向け検証を
行った。さらに、新た
な産業団地の開発に向
け、水運用調査を実施
した。

令和３年１１月に新た
に１社との立地協定締
結と、亀山・関テクノ
ヒルズ以外にも企業誘
致を行った。また、産
業振興条例の改正に向
け、検証や他市事例を
調査しながら制度内容
の検討を行った。さら
に、新たな産業団地の
開発に向けた検討を行
うため、専門業者に委
託して水運用調査を
行った。

亀山・関テクノヒルズ
の残り区画が少ないこ
とから、新たな産業団
地の開発に向けた検討
を行う必要があり、特
にその中でも供給する
水の問題について継続
して調査する必要があ
る。

企業情報の把握や
新たな企業立地優
遇制度のＰＲ及び
実施

100%
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地籍調査事
業等に係る
補助金等財
源の確保

Ⅱ
財政運
営の強
化

6
歳入確
保の推
進

建設部長 土木課長

建設部
土木課
用地グルー
プ

令和元年度の地籍調査
事業の高い交付率での
県支出金が一部終了す
るなど、国・県の補助
金制度の変更により、
財源確保が困難となっ
てきている。（減少し
てきている）

主要事業である地籍
調査事業と狭あい道
路後退用地整備事業
の国・県の補助金制
度の変更等の動きを
敏速にとらえて、よ
り有利な補助金制度
を選択することによ
り、財源確保に努め
る。

有利な補助
金等の活用

令和元年度に配分
率の低い負担金
（３，９０６千
円）に変更された
ことから、県への
増額要望の結果、
令和２年度におい
ては、配分率の高
い交付金（１２，
１５３千円）が認
められ、補助率が
大幅に増加した。

より有利な補助金
制度利用の検討

補助金の追加交付を得
られたが、事業規模拡
大により事業費の全額
執行が年度内に執行が
できず、翌年度へ繰越
しとなった。

補助金の追加交付を受
け、調査地区の追加
（木崎町南0.05ｍ2）
ができた。

特になし
より有利な補助金
制度利用の検討

100%

34

公営市営住
宅使用料
（現年分）
の収納率の
向上

Ⅱ
財政運
営の強
化

6
歳入確
保の推
進

建設部長
建築住宅課
長

建設部
建築住宅課
住まい推進
グループ

市営住宅は、低額所得
者、高齢者、障がい者
などの住宅確保要配慮
者に対し供給してお
り、低所得で生活に困
窮している状況である
が、納付者の収納意識
の向上を図り、収納率
の向上に向けて取り組
む必要がある。

督促状、催告書の送
付の継続や各戸訪問
など、また、分割支
払いなど柔軟な対応
により、収納率の向
上を図る。

収納率：
９７．０
０％

前年度は９５．５%
の収納率であり、
今年度については
９６．１%の収納率
であった。

収納率向上に向け
た取組の継続

定期的に、滞納者へ督
促状、催告書の送付、
各戸訪問を行い納付相
談や指導を行った。

収納率：９６．６％

物価上昇、新型コロナ
ウイルス感染症等の社
会経済状況の変化によ
り、個々の事情に応じ
た細やかな納付相談や
対応が課題である。

収納率向上に向け
た取組の継続

75%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

35
医業未収金
の徴収対策

Ⅱ
財政運
営の強
化

6
歳入確
保の推
進

地域医療
部長

病院総務課
長

医療セン
ター
地域医療部
病院総務課
医事グルー
プ

未納者に対し支払を促
す文書を送付するとと
もに、顧問弁護士に未
収金回収業務を引き続
き委託し、未収金の減
少に努めている。今後
は、顧問弁護士に回収
を委託する未収金につ
いて、従来は委託対象
としていなかった案件
も委託対象とするなど
の検討が必要である。

顧問弁護士に回収を
委託する未収金は、
従来は回収が困難な
未収金のうち過年度
分のものを対象とし
ていたが、現年度分
の未収金についても
委託対象とするなど
見直しを進める。

収納率：９
０．００％

未納者に対して支
払いを促す文書を
送付するととも
に、顧問弁護士に
回収業務を引き続
き委任することで
未収金減少に努め
た結果、約８０％
の収納率を達成し
た。

顧問弁護士に回収
を委託する未収金
の対象範囲の検討
及び見直し

未納者に対し、積極的
に医療費のお知らせを
送付し、支払いを促し
た。また、感染防止の
ため後日支払いとして
いる運用方法の検証を
行うとともに、顧問弁
護士に回収を委託する
案件の検討を行った。

現年度の未収金は随時
発生するため、弁護士
への回収を依頼する時
期等の対象設定の検討
が遅れている。また、
医療費のお知らせを送
付するなど、収納率の
向上に努めたが、現年
度収納率は81.59％で
目標達成には至らな
かった。

新型コロナウイルス感
染症の感染拡大によ
り、一般の患者と動線
を分けることで、発熱
外来やＰＣＲ検査に係
る診療費を後日納付と
しているため未収金が
発生しやすい運用と
なってしまった。

顧問弁護士に回収
を委託する未収金
の対象範囲の検討
及び見直し

75%

36

統一的な基
準による地
方公会計の
活用

Ⅱ
財政運
営の強
化

7
歳出の
節減・
重点化

総務財政
部長

財務課長

総務財政部
財務課
財政グルー
プ

総務省から地方公共団
体に対して、平成２９
年度末までに作成を要
請されていた統一的な
基準による財務書類に
ついては、平成３０年
度分まで既に作成して
いるが、この財務書類
を今後の予算編成に活
用していく必要があ
る。

作成した財務書類の
分析を行い、将来負
担等を明らかにした
うえで予算編成に活
用する。

財務書類を
予算編成へ
活用

統一的な基準によ
る財務書類を活用
することで、将来
負担等の比率の分
析を行った。

財務書類の分析と
予算編成への活用

統一的な基準による財
務書類を用いて得られ
る指標を分析し、類似
団体との比較を行っ
た。

分析結果を踏まえた予
算編成の基礎資料とし
て活用した。

統一的な基準による財
務書類の作成が平成２
９年度以降であるた
め、令和３年度決算の
指標分析により、５年
分の分析ができる。

財務書類の分析と
予算編成への活用

100%

37
公共料金の
支払一元化
の検討

Ⅱ
財政運
営の強
化

7
歳出の
節減・
重点化

会計管理
者

ー
会計課
出納グルー
プ

公共料金の支払い方法
について、事業別予算
のため各課で執行して
おり、起票後会計課へ
回付し支払を行ってい
るため、各課での起票
及び会計課での審査に
時間を要している。ま
た、支払い後の伝票処
理や領収書貼り付け作
業などの会計事務の効
率化が必要である。

公共料金明細のデー
タを財務会計システ
ムに取り込み、１つ
の部署で一括起票し
て支払うことによる
事務の効率化を検討
する。

公共料金の
支払一元化
の方向性を
決定

現在使用している
財務会計システム
の次回更新が令和
４年１０月である
ことから、令和３
年中に事務フロー
の確認と併せ部署
の検討を行うこと
とした。

事務フローの確認
及び調査

現在使用している財務
会計システムの次回更
新が令和５年１０月ま
で延長されるため、令
和４年度に事務フロー
の確認を行うこととし
た。

令和３年度中の進捗は
なかったが、令和５年
の財務会計システムの
更新に合わせた実施に
向けて、スケジュール
の確認ができた。

更新後の財務会計シス
テムの仕様の検討に合
わせシステム管理部門
と情報を共有する必要
がある。
また、どの部署が予算
執行するかなど、公共
料金の契約等も合わせ
て、財務課と協議する
必要がある。

財務会計システム
改修検討

0%

38
地域特産品
発掘等事業
の見直し

Ⅱ
財政運
営の強
化

7
歳出の
節減・
重点化

産業環境
部長

商工観光課
長

産業環境部
商工観光課

「地域特産品発掘等事
業」は、新たな地域特
産品となる農産物の発
掘、育成等の事業を行
う者に対し、地域特産
品の発掘、育成及び生
産販売の拡大を支援
し、地域の農業経営の
活性化を図ることを目
的としているが、生産
販売の拡大が進んでい
ないことから、新たな
事業への転換が必要で
ある。

産業振興の観点か
ら、地域特産品発掘
等事業の在り方を見
直し、農産物におけ
る特産品だけでな
く、林産物、商店に
おける物産品も含め
た発掘から販路拡大
までの一連の支援策
を構築する。亀山市
地域ブランド推進協
議会(仮称)を設立
し、市独自のブラン
ド認定に取り組み、
その認定により亀山
市の特産品としての
ブランド力を高め、
事業者の販売促進に
つながる環境を整え
る。

より効果
的・効率的
な事業への
見直し

亀山市地域ブラン
ド推進協議会を設
立し、地域ブラン
ド創出事業の推進
体制を整えた。ま
た、地域ブランド
名を「亀山ブラン
ド」とし、令和３
年度のブランド認
定事業の準備を進
めた。

新たな事業の実施

亀山ブランド認定事業
者・認定品の募集を行
い、１０事業者１７品
目を選定した。また、
広報やＨＰだけでな
く、新聞やラジオ等に
より広くＰＲに努め
た。さらに、全国展開
に向け、名古屋や東京
で開催される催事への
出展する。

亀山ブランド認定品を
様々な媒体を活用して
市内外の方々に戦略
的・効果的にＰＲを行
い、事業者の販売促進
につながる環境を整え
た。また、認定事業者
と百貨店や有名パティ
シエを繋げることによ
り、新商品が開発され
た。

令和４年度において、
ステップアップ支援事
業については、これま
での補助金交付だけで
なく、商品開発から販
路拡大まで事業者が継
続して事業を行えるよ
うに、アドバイザーの
派遣など新たな支援制
度を創設する必要があ
る。

検証及び見直し 75%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

39

国民健康保
険税（現年
分）の収納
率の向上

Ⅱ
財政運
営の強
化

8

特別会
計・企
業会計
等の経
営健全
化

市民文化
部長

市民課長

市民文化部
市民課
国民健康保
険グループ

国民健康保険事業特別
会計の健全な運営のた
め、「三重県国民健康
保険運営方針」で設定
されている国民健康保
険税（現年分）の目標
収納率の達成に向け
て、収納率の向上に取
り組む必要がある。

年間徴収計画に基づ
く収納率向上の取組
を実施することによ
り、目標収納率の達
成に努める。

目標収納率
（県運営方
針）の達成

納期内に国保税を
納めなかった者に
対して、督促状を
発送するととも
に、資格取得手続
き時の窓口や納税
通知書発送時に口
座振替勧奨を行
い、収納率の向上
に努めた。

目標収納率（県運
営方針）の達成に
向けた収納率向上
の取組

未納者に対して、督促
状を発送するととも
に、資格取得手続き時
の窓口や納税通知書発
送時に口座振替勧奨を
行い、収納率の向上に
努めた。また、催告書
発送の際には、納付書
を同封し収納率向上を
図った。

国民健康保険税（現年
分）収納率は微増であ
るが向上した。今後、
更なる収納率向上に努
める。

県運営方針の目標収納
率が高め（96.45％）
に設定されているた
め、収納率向上に努め
てはいるが、達成は困
難な状況にある。

目標収納率（県運
営方針）の達成に
向けた収納率向上
の取組

50%

40
国民健康保
険税の適正
な負担

Ⅱ
財政運
営の強
化

8

特別会
計・企
業会計
等の経
営健全
化

市民文化
部長

市民課長

市民文化部
市民課
国民健康保
険グループ

国民健康保険事業を持
続的に運営するため、
被保険者の高齢化や医
療の高度化による医療
給付等の増加に対し
て、国民健康保険税の
適正な負担を検討する
必要がある。

毎年度、県が示す国
民健康保険事業納付
金及び標準税率と現
行税率との比較を行
い、税率改正の必要
性を検討する。

国民健康保
険税の適正
な負担運営

国民健康保険事業
納付金及び標準税
率と現行税率との
比較検討し予算編
成に取り組んだ。

県が示す次年度の
国民健康保険事業
納付金及び標準税
率と現行税率との
比較検討

国民健康保険事業納付
金及び標準税率と現行
税率との比較検討し予
算編成に取り組み国保
財政の適正な運営に努
めた。

持続可能な医療保険制
度を構築し、将来にわ
たり安定した国民健康
保険制度の堅持及び税
率改正実施の参考とな
る。

国民健康保険の被保険
者は、退職者や年金生
活者が多く所得水準が
低いなどの構造的課題
があることから、税率
改正については慎重な
検討が必要である。ま
た令和６年度に激変緩
和措置が無くなること
からその点においても
国保税率改正の検討が
必要である。

県が示す次年度の
国民健康保険事業
納付金及び標準税
率と現行税率との
比較検討

75%

41

データヘル
ス計画に基
づく保健事
業の実施

Ⅱ
財政運
営の強
化

8

特別会
計・企
業会計
等の経
営健全
化

市民文化
部長

市民課長

市民文化部
市民課
国民健康保
険グループ

国民健康保険事業の健
全な運営のため、平成
３０年３月に策定した
第２期データヘルス計
画に基づき、被保険者
の健康増進を目的とし
た保健事業を実施する
ことにより医療費の適
正化に努める必要があ
る。

第２期データヘルス
計画で取り組むこと
としている特定健診
未受診者対策やジェ
ネリック医薬品の利
用促進などの保健事
業を実施し、医療費
の適正化に努める。

特定健診受
診率：６
５％、ジェ
ネリック医
薬品数量
シェア：８
０％（Ｒ５
年度）

特定健康診査の受
診率及び特定保健
指導の利用率向上
に向けて、文書に
よる受診勧奨は
行ったが、コール
センターによる電
話での勧奨は新型
コロナウイルス感
染症の影響により
実施できなかっ
た。

第２期データヘル
ス計画に基づく保
健事業の実施
・特定健診未受診
者対策
・ジェネリック医
薬品の利用促進

特定健診受診率等の向
上に向け、文書及び
コールセンターでの受
診勧奨等を行うととも
に、年齢別勧奨チラシ
を病院等で配布した。
また、職場等で人間
ドック受診後に結果を
市へ提供した場合、ク
オカードを贈呈するイ
ンセンティブを図っ
た。
ジェネリック医薬品利
用促進については被保
険者証を送付する際に
チラシやシール等を同
封して、利用促進を図
るとともに、利用差額
通知を送付した。

特定健康診査の受診率
及び特定保健指導の利
用率の向上により、生
活習慣病の予防、重症
化予防につなげること
が出来るとともに医療
費の適正化を図ること
ができた。

受診勧奨案内の発送や
コールセンターの利用
等、特定健康診査の受
診及び特定保健指導の
利用勧奨を実施してい
るが、受診率、利用率
の向上につながらな
い。今後は特定健康診
査自己負担金の無料化
などのインセンティブ
や、効率よく効果の高
い受診勧奨方法を検討
すべきである。

第２期データヘル
ス計画に基づく保
健事業の実施
・特定健診未受診
者対策

50%

42
水道事業の
健全かつ安
定的な運営

Ⅱ
財政運
営の強
化

8

特別会
計・企
業会計
等の経
営健全
化

上下水道
部長

上水道課長

上下水道部
上水道課
上水道管理
グループ、
上水道工務
グループ

給水人口の減少ととも
に水道使用量が減少し
ていく中で、事業経営
の根幹をなす水道料金
収入を確保していく必
要がある。また、水道
管の老朽化とともに増
加する地中の漏水は、
発見が難しいため地表
に漏出してから修繕す
る場合が多いが、早期
発見・早期修繕により
漏水量を削減していく
必要がある。

督促、催告、戸別訪
問、停水等による未
納料金削減に取り組
むとともに、適正な
水道料金の検証を行
う。
また、年次計画によ
り漏水調査を行い、
早期発見・早期修繕
に取り組むととも
に、漏水等の緊急対
応の方法について、
専門業者への業務委
託を含め検討する。

健全経営の
強化

・督促・催告状の
送付、戸別訪問、
滞納者への給水停
止により、未納料
金の削減に取り組
んだ。
・第１水源区域の
漏水調査業務委託
を実施し、漏水の
早期発見に努め
た。
・漏水等対応につ
いては、他市への
情報収集を行っ
た。

・訪問徴収、停水
等の取組
・第４水源地区漏
水調査

・督促・催告状等の送
付、滞納者への給水停
止による個別訪問によ
り、未納料金の削減に
取り組んだ。
・第４水源区域の漏水
調査業務委託を実施
し、漏水の早期発見に
努めた。

・督促・催告状等の送
付、滞納者への給水停
止による個別訪問によ
り、未納料金の削減に
取り組み収納率の向上
に寄与した。
・漏水調査により発見
した漏水箇所の修繕を
早期に完了させ、漏水
量の削減に努めた。

・限られた業務体制で
効果を見出すことが課
題である。
・維持管理経費が増額
になることにより、健
全な経営の維持が懸念
される。

・訪問徴収、停水
等の取組
・適正な水道料金
の検証
・第５水源･野登水
源地区漏水調査

75%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

43
水道施設の
適切な資産
管理の推進

Ⅱ
財政運
営の強
化

8

特別会
計・企
業会計
等の経
営健全
化

上下水道
部長

上水道課長

上下水道部
上水道課
上水道工務
グループ

平成３０年１２月の水
道法改正により、老朽
化等に起因する事故の
防止と安全な水の安定
供給のため、水道事業
者は施設の健全度を把
握する点検等の維持管
理及び定期的な修繕を
行うこと、並びに施
設・設備の諸元を詳細
に網羅した施設台帳の
整備を令和４年９月ま
でに行うことが義務付
けられた。

水道施設の適切な維
持管理と計画的な更
新の基礎とするた
め、令和４年９月ま
でに、水道法施行規
則に定められた水道
施設台帳の整備を行
い、電子情報化に取
り組む。

水道施設台
帳の整備

令和２年８月２８
日に水道施設台帳
作成業務委託
（２ヶ年契約）の
契約締結を行っ
た。また、貸与し
た資料及びデータ
から必要な資料を
情報収集し、ファ
イリング登録を行
い、令和３年度の
後続作業が円滑に
進むよう整理を
行った。

水道施設台帳の整
備

昨年度から引き続き業
務を行い、水道施設
（施設・管路）におけ
る基礎情報の電子化を
図り、令和３年度に完
成した。

水道施設の適切な管理
や計画的な施設の更新
が図れるよう取組を
行った。

水道施設台帳の記載事
項に変更があった場合
は、適正に運用してい
くために、継続的に
データ更新をしていく
必要がある。

水道施設台帳の整
備

100%
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農業集落排
水事業の健
全かつ持続
可能な経営

Ⅱ
財政運
営の強
化

8

特別会
計・企
業会計
等の経
営健全
化

上下水道
部長

下水道課長

上下水道部
下水道課
下水道管理
グループ、
下水道工務
グループ

農業集落排水事業の経
営の健全化を図るため
に、施設の適切な機能
保全とライフサイクル
コストを低減し、計画
的な更新を行うことで
費用の平準化を図り、
また、使用料収納など
財源確保に努めていく
必要がある。
また、令和５年度まで
に企業会計の導入を計
画している。

農業集落排水事業の
経営の計画性・透明
性の向上を図るため
に、令和元年度に策
定予定の最適整備構
想に基づき、施設を
計画的に更新してい
くとともに、令和５
年度までに企業会計
を導入することで経
営状況を明確化し、
使用料収納など財源
確保に努め持続可能
な経営を目指す。

経営基盤の
強化

最適整備構想に基
づき機能強化事業
計画の策定を行い,
新年度の事業採択
に向け、県と協議
を進めた。農業集
落排水事業の企業
会計導入に向けて
固定資産台帳の整
備を行うにあた
り、資料データの
整理を行った。ま
た滞納者へ電話、
戸別訪問、督促状
の送付等により納
付勧奨を図り、収
納率の向上に取り
組んだ。

・事業計画に基づ
く整備執行
・企業会計導入に
向けた固定資産台
帳の整備

機能強化事業計画に基
づく整備執行に向けた
詳細設計を完成させ、
令和３年度分の工事発
注を行った。
農業集落排水事業の企
業会計導入に向けた固
定資産台帳整備を完了
させ、令和４年度から
の企業会計に向け条例
改正やシステムの改修
を行った。
滞納者へ電話、戸別訪
問、督促状・催告状の
送付等の納付勧奨を図
り、収納率向上に取り
組んだ。

機能強化事業に基づく
工事発注により施設の
機能強化が進められ
た。
令和４年度からの企業
会計導入に向けた準備
が整えられた。
滞納者へ電話、戸別訪
問・催告状の送付等に
より納付勧奨すること
で効果的に財源確保が
図れた。

新型コロナウイルス等
の関係により、資機材
の価格高騰および生産
の遅延による資機材の
調達が困難な状態であ
ることから計画通りの
執行が懸念される。

・事業計画に基づ
く整備執行
・企業会計導入に
向けた条例改正

75%

45

公共下水道
事業の健全
かつ持続可
能な経営

Ⅱ
財政運
営の強
化

8

特別会
計・企
業会計
等の経
営健全
化

上下水道
部長

下水道課長

上下水道部
下水道課
下水道管理
グループ、
下水道工務
グループ

公共下水道施設整備事
業において、国から令
和８年度末までに下水
道整備率を９５％以上
にするよう目標が設定
され、下水道区域の見
直しが求められている
ことから、亀山市公共
下水道事業計画を見直
し、効率的な整備を
行っていく必要があ
る。
また、併せて下水道へ
の接続促進及び使用料
収入など財源確保に向
けた取組や経営戦略を
見直すことで経営の健
全化を図っていく必要
がある。

下水道区域の見直し
は未普及地域を対象
に検討し効率的な整
備を行うとともに、
下水道への接続促進
及び使用料収入の確
保に向け取り組む。
また、併せて経営戦
略を見直し持続可能
な経営を目指す。

経営基盤の
強化

効果的かつ適正な
汚水処理を実施す
るため、生活排水
処理アクションプ
ログラムの見直し
業務を行った。戸
別訪問により接続
促進の啓発を行っ
た。また小学４年
生を対象に下水道
のしくみが解る下
敷きを配布した。
滞納者へ電話、戸
別訪問、督促状送
付等により納付勧
奨を図り、収納率
の向上に取り組ん
だ。

・事業認可の取得
・経営戦略の見直
し
・接続促進の取組
・使用料収入確保
への取組

効率的に整備を進める
ため、公共下水道事業
計画の変更事業計画を
策定した。
企業会計の健全な運営
を図るため経営戦略の
見直しを行った。
未接続者に対し文書に
より接続促進の啓発を
行った。また、次世代
を担う小学４年生を対
象に下水道のしくみが
解る下敷きを配布し啓
発を行った。

事業計画の策定によ
り、今後の整備計画の
準備が整った。
経営戦略の見直しによ
り、下水道施設の長寿
命化対策や適切な維持
管理に取り組み、中長
期的な視野に立った経
営基盤の強化と財政マ
ネジメントの向上が図
れるようになった。

新型コロナウイルス等
の関係により、資機材
の価格高騰および生産
の遅延による資機材の
調達が困難な状態であ
ることから計画通りの
執行が懸念される。

・事業計画に基づ
く整備執行
・接続促進の取組
・使用料収入確保
への取組

75%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

46

学校給食費
の公会計化
と円滑な事
務の執行

Ⅱ
財政運
営の強
化

8

特別会
計・企
業会計
等の経
営健全
化

教育部長
教育総務課
長

教育委員会
事務局
教育総務課
保健給食グ
ループ

文部科学省が、教職員
の業務負担を軽減する
とともに長時間勤務の
縮減を図るため、地方
公共団体における学校
給食費の公会計化を促
進している。
本市は、この状況を鑑
み、令和３年度から学
校給食費の公会計化を
実施することとし、そ
の準備と実施後に適切
な事務を行う必要があ
る。

公会計化に向けて例
規整備、給食費徴収
システム導入、食材
納入業者登録制度を
創設する。

給食費の公
会計化の実
施

例規の整備と給食
費システムの導入
を完了するととも
に必要事項を定
め、保護者及び学
校関係者への周知
と必要な手続、給
食用物資納入業者
の登録を行った。

・給食費徴収シス
テム本稼働
・食材納入業者登
録制度稼働
・例規に基づく、
給食費徴収及び食
材発注

４月から給食費システ
ムの運用を開始し、例
規に基づく給食費の徴
収管理事務を行った。
また、登録業者への食
材発注により、安全安
心な給食用食材の安定
的な調達を図った。

４月から給食費システ
ムの運用を開始し、例
規に基づく給食費の徴
収管理事務を行うこと
により、教職員の業務
負担軽減につなげるこ
とができた。また、登
録業者への食材発注に
より、安全安心な給食
用食材の安定的な調達
を図ることができた。

学校給食費の賦課徴収
や食材の発注及び支払
等に関する業務、学校
給食費の滞納者に対す
る督促等の業務が増加
した。

例規に基づく、給
食費徴収及び食材
発注

100%
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経常収支比
率１００％
及び医業収
支比率８
８％の達成

Ⅱ
財政運
営の強
化

8

特別会
計・企
業会計
等の経
営健全
化

地域医療
部長

病院総務課
長

医療セン
ター
地域医療部
病院総務課
病院総務グ
ループ

平成３０年度決算にお
いては、経常収支比率
が９３．５１％、医業
収支比率が８３．６
９％であり、年々改善
しているが、一般会計
から法定外の補助金を
受けていることから、
鈴亀区域地域医療構想
に基づいた病院運営を
行いつつ、更なる収支
改善が必要である。

鈴亀区域地域医療構
想に基づいた病院運
営を行い、亀山市立
医療センターアク
ションプラン（新公
立病院改革プラン）
における数値目標の
達成を目指すととも
に、同プランの取組
を推進する。

経常収支比
率：１０
０％、医業
収支比率：
８８％

稼働率の高い地域
包括ケア病床を増
床することで収益
の改善を図った。
また、新型コロナ
ウイルス感染症の
影響により収益が
落ち込むなか、国
及び県の補助金等
を有効活用し、財
政の安定に努めた
結果、経常収支比
率が１００．２
０％、医業収支比
率が８７．１９％
となった。

・病床稼働率の向
上
・費用削減のため
の取組

急性期病棟と地域包括
ケア病棟の病床コント
ロールを適切に行うた
め、毎週ミーティング
を開催し、稼働率、回
転率の向上に努めた。
また、高騰する燃料費
等を抑制するため、適
切な設備運転を行い経
費の削減に努めた。

適切な病床コントロー
ルの取組を行ったもの
の、新型コロナウイル
ス感染症の影響により
入院患者数が減少した
ため、病床稼働率は
62.4％と前年度の
65.7％を下回り、入院
収益も減少した。費用
削減についても、燃料
費の削減に努めたが、
石油価格の高騰により
削減には至らなかっ
た。しかしながら、新
型コロナウイルス感染
症対策に対する県補助
金等の活用により、経
常収支比率が
100.43％、医業収支比
率が89.01％と目標を
達成することができ
た。

アフターコロナを見据
えた病院機能の充実を
図りながら、地域医療
機関と情報共有に努
め、入院受け入れ等連
携体制を強化して、収
益の確保を目指してい
く。
設備の更新について、
維持経費に節減効果の
高い設備更新を行って
いく。

・病床稼働率の向
上
・費用削減のため
の取組

75%

48
公共施設等
総合管理計
画の推進

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

9

公有資
産マネ
ジメン
トの推
進

総務財政
部長

財務課長

総務財政部
財務課
契約管財グ
ループ

本市では、旧亀山市、
旧関町のそれぞれが
「フルセット」で整備
してきた各公共施設を
引き継いだことから、
類似施設を保有してお
り、将来世代に過度な
負担を強いることがな
いよう、財政構造の変
化、公共施設への市民
ニーズの量や質の変化
を捉え、公共施設のマ
ネジメントを推進して
いく必要がある。

公共施設等総合管理
計画及び公共建築物
個別施設計画の進捗
管理を行うととも
に、随時計画の見直
しを行う。

計画に定め
た進捗の推
進

個別施設における
具体的な再編計画
の内容や施設整備
に係る事業費など
の事項について計
画の見直を検討し
た。

計画の進捗管理と
見直し

公共施設等総合管理計
画の見直しに当たり、
国からの要請内容や今
後想定する施設整備事
業の位置付けについ
て、県や関係課と協議
を行った。

計画見直しに当たり、
具体的な修正案を作成
することができた。

将来の方向性が整理で
きていない施設がある
ことから、社会経済情
勢なども踏まえ、引き
続き検討していく必要
がある。

計画の進捗管理と
見直し

50%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

49
観光施設の
在り方の検
討

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

9

公有資
産マネ
ジメン
トの推
進

産業環境
部長

商工観光課
長

産業環境部
商工観光課
観光・地域
ブランドグ
ループ

観光施設として、関宿
内には、駐車場、トイ
レ、足湯交流施設、ま
ちなみ文化センター等
があるが、施設の未利
用又は十分な活用がな
されずに存する施設が
ある。
また、駐車場は観光バ
スの往来で交通渋滞の
誘因となっている。

現在ある観光施設の
在り方を検討し、そ
れぞれの施設の有効
利用を図り、もって
観光客の利便性の向
上に結び付ける。

観光入込客
数の増

足湯交流施設を亀
山市観光協会に目
的外使用許可し、
観光案内機能の充
実を図るべく、修
繕等を実施した。
関宿内に新たに公
衆無線ＬＡＮを設
置した。まちなみ
文化センターの活
用のため再公募案
を作成した。

・観光施設の再整
備及び管理主体の
検討
・関係団体との協
議

関宿の中心地にある
「まちなみ文化セン
ター」の事業者募集を
行った結果、３社から
応募があり、選考によ
り１店舗の入居を決定
した。また、関宿の公
衆トイレの設置、観光
駐車場の再整備の検討
を行った。

まちなみ文化センター
においては、令和４年
度に１店舗が開業予
定。

観光に関する取組は、
新型コロナウイルス等
の社会情勢の影響を受
けやすく、年度の進捗
具合の予測が難しい。

観光施設の再整備
の実施

50%

50
市営住宅の
統廃合の推
進

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

9

公有資
産マネ
ジメン
トの推
進

建設部長
建築住宅課
長

建設部
建築住宅課
住まい推進
グループ

低額所得者、高齢者、
障がい者、外国人など
の住宅確保要配慮者に
対し、市営住宅を提供
しているが、耐用年数
を超過し老朽化が進ん
できており、需要に応
じた民間賃貸住宅を活
用した住宅の確保が必
要である。

民間賃貸住宅を活用
した市営住宅を確保
し、耐用年数を超過
し老朽化が進んでき
ている市営住宅入居
者の住み替えを進
め、用途廃止を推進
する。

市営住宅
（城山、和
田）の用途
廃止

令和２年１０月に
栄町地内に、栄町
北住宅として８戸
を借上げた。

耐用年数が超過
し、老朽化が進ん
でいる市営住宅入
居者の住替えの促
進と用途廃止

民間活用市営住宅とし
て、北町住宅８戸を借
上げた。また、老朽化
した和田住宅から、住
替えのための説明会や
個別相談を行った。

老朽化した和田住宅か
ら、民間活用市営住宅
の北町住宅へ、住替え
５戸分、他の市営住宅
へ３戸分が確保でき
た。

市営住宅として、立地
環境のよい地域から、
民間活用市営住宅とし
て応募いただけるよ
う、事業者へのＰＲや
事前相談が課題であ
る。

耐用年数が超過
し、老朽化が進ん
でいる市営住宅入
居者の住替えの促
進と用途廃止

75%

51
消防団施設
の見直し

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

9

公有資
産マネ
ジメン
トの推
進

消防部長
消防総務課
長

消防本部
消防総務課
総務・消防
団グループ

消防団は、地域におけ
る消防防災体制の中核
的存在として果たす役
割は大きく、「消防団
を中核とした地域防災
の充実強化に関する法
律」の趣旨を踏まえ、
施設の充実を推進する
必要があるが、長期的
な視点をもって、更
新・統廃合・長寿命化
などを計画的に行うこ
とにより、財政負担を
軽減・平準化するとと
もに適正な配置を実現
することが必要であ
る。

消防団詰所・消防車
庫については、老朽
化に伴う機能低下を
防ぐため、ととも
に、人口減少による
地域の状況や活動の
効率性を考慮し人口
減少による地域の状
況や活動の効率性を
考慮し、消防団組織
の在り方も検討する
中で、再編も含めた
施設や設備の更新を
計画的に行う。

消防団施設
が適切に整
備・管理さ
れている

消防団詰所・消防
車庫の老朽化に伴
う機能低下を防ぐ
ため、消防団から
の要望を踏まえ、
既決予算内で小規
模な修繕を進め
た。また、継続的
に施設の長寿命化
が推進できるよう
優先順位を検討し
たうえで、改修に
要する費用を予算
化した。

・長寿命化の推進
・個々の施設の方
向性の検討

消防団詰所・消防車庫
の老朽化に伴う機能低
下を防ぐため、部分的
な改修を行ったほか、
継続的に施設の長寿命
化が推進できるよう優
先順位を検討したうえ
で、必要な費用を予算
化した。また、地域の
実情により、手引きポ
ンプ1台の運用を取り
やめた。

老朽化した施設の修繕
を進めることにより、
一部施設について、長
寿命化が図れた。

各分団の拠点となる施
設の長寿命化を推進す
る必要があるほか、
個々の施設の方向性の
検討を進める必要があ
る。

・長寿命化の推進
・個々の施設の方
向性の検討

25%

52
小学校プー
ル施設の統
廃合検討

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

9

公有資
産マネ
ジメン
トの推
進

教育部長
教育総務課
長

教育委員会
事務局
教育総務課
教育総務グ
ループ

各小学校のプール施設
について、学校規模の
大小に関わらず、ろ過
装置や温水装置のメン
テナンス並びに上水道
使用料等、多額の費用
が必要となっている。
また、新施設を除き施
設の老朽化が進んでお
り、更新費用も増大傾
向にある。

市内小学校のプール
施設を統廃合し、民
間も含めて受け入れ
可能な施設を利用す
ることを検討する。

民間を含め
た他のプー
ル施設を１
校以上利用

受け入れ先施設と
対象校について、
新型コロナウイル
ス感染症の影響に
よりプール授業が
実施されなかった
ため、具体的な検
討ができなかっ
た。

１～２校のプール
授業を試験的に他
施設で運用

プール統廃合に向けて
の施設の劣化状況の把
握、児童生徒数、プー
ル授業以外の使用状況
の洗い出しを行った。
結果、速やかな統廃合
ではなく、様々な調整
や調査を行う必要があ
ると判断している。

プール使用に係る状況
把握を行うことができ
た。

設置年数が相当数経過
し老朽化が進む中で、
現段階における具体的
な劣化状況をつかめて
いない。来年度予定の
長寿命化計画策定の中
で調査を行い、状況把
握する必要がある。
　災時の消防水利、災
害時の避難所開設にお
けるトイレ等生活用水
の確保等、多岐に渡る
プールの貯水活用につ
いて調整する必要があ
る。

前年度の試験運用
結果に基づき実施

50%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
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53
既存図書館
の跡地利用
の検討

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

9

公有資
産マネ
ジメン
トの推
進

教育部長
生涯学習課
長

教育委員会
事務局
生涯学習課
社会教育グ
ループ

既存の図書館について
は駅前に整備する新図
書館の開館に伴い閉鎖
となる。
現在地の立地環境を生
かしつつ、閉鎖時期や
跡地の利活用について
検討する必要がある。

駅前に整備する新図
書館の開館時期を考
慮に入れて、現在の
立地環境を生かし
た、施設の維持、活
用を検討する。

既存図書館
の跡地利用
の検討

平成２９年７月に
策定した「亀山市
立図書館整備基本
構想」において、
跡地利用の検討の
方向性に基づき、
事務レベルでの検
討を行った。

・跡地利用の検討
・活用例の調査
・選定の検討

平成２９年７月に策定
した「亀山市立図書館
整備基本構想」におい
て、跡地利用の検討の
方向性に基づき、事務
レベルでの検討を行っ
た。

事務レベルでの跡地利
用の検討を行い、意見
について情報共有が図
れた。
今後は、跡地利用につ
いては、市全体で検討
を進める方向となり、
令和５年度以降、取組
部署について財務課と
協議を行った。

新図書館の開館時期を
考慮し、計画的に跡地
利用を検討し、意思形
成を図る必要がある。
また、市全体で検討を
進める方向となり、取
組部署を変更する必要
がある。

・跡地利用の検討
・活用例の調査
・選定の検討

25%

54
図書館開館
時間の拡大

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

9

公有資
産マネ
ジメン
トの推
進

教育部長 図書館長
教育委員会
事務局
図書館

既存の図書館において
は、平成１９年４月か
ら平日の開館時間を午
後７時に延長している
が、利用者の利便性向
上のため、土日・祝日
を含めた開館時間の拡
大が必要である。

利用者の利便性向上
のため、新図書館の
開館時間の拡大に向
け取り組みを行う。

開館時間の
拡大

新図書館整備に伴
い、現行の閉館時
間を午後７時から
午後８時に延長す
るため、例規整備
の検討を進めた。

（平日）
午前９時から午後
７時
（土日・祝日）
午前９時から午後
５時

新図書館整備に伴い、
現行の閉館時間を平日
午後７時、土日祝日は
午後５時を、一律午後
８時に延長するための
例規整備を進めた。

新図書館における開館
時間を拡大するため、
例規整備を行った。

新図書館開館に向けて
開館時間の拡大を広く
周知する。

（全日）
午前９時から午後
８時

75%

55
施設設備の
長寿命化計
画

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

9

公有資
産マネ
ジメン
トの推
進

地域医療
部長

病院総務課
長

医療セン
ター
地域医療部
病院総務課
病院総務グ
ループ

平成３０年度に基幹的
設備であるボイラー及
び受変電設備の改修を
完了する等、施設設備
の長寿命化を図った
が、耐用年数を超え老
朽化が進む他の施設設
備についても、計画的
な改修等が必要であ
る。

給湯等配管設備、自
家発電設備、エレ
ベータその他老朽化
が進んだ基幹的設備
について、企業債を
積極的に利用する等
の資金計画を含めた
改修計画を立て施設
設備の長寿命化を
図っていく。

地下ピット
等の配管等
緊急度の高
い改修を実
施

企業債を利用した
自動火災報知設備
受信機等更新工事
など、老朽化した
設備の更新を行っ
た。

資金計画を含めた
改修計画に基づく
工事、修繕等の実
施

起債を利用し、防犯カ
メラ更新工事や病棟共
用トイレ改修工事等を
実施した。
次年度以降の改修につ
いて、エレベーターの
更新については、設備
の再調査、改修方法の
検討について関係業者
と協議した。

本年度計画した設備の
更新工事について、計
画通り完了し施設の長
寿命化を図ることがで
きた。

令和４年度には起債を
活用し、汚水配管改修
工事や外壁塗装等改修
工事等を行い、令和５
年度から６年度にかけ
てはエレベーター改修
工事を実施する予定で
施設の長寿命化を計画
している。施設設備の
更新工事や医療機器の
更新について、資金計
画にあたり、起債償還
時期と当該年度の経費
等を十分精査し、起債
の活用を検討する。

資金計画を含めた
改修計画に基づく
工事、修繕等の実
施

75%

56
福祉医療費
助成事業の
制度見直し

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

10

事務事
業のス
クラッ
プ＆ビ
ルド

市民文化
部長

市民課長

市民文化部
市民課
医療年金グ
ループ

福祉医療費助成事業
は、県制度に加え、市
制度として、市独自に
対象者の拡大、所得制
限の緩和及び入院時食
事療養費の助成を実施
しているが、事業を持
続的に実施するために
は、市制度の見直しを
検討する必要がある。

事業を持続的に実施
するため、事業の成
果・課題を整理し、
市制度の見直しを検
討する。

市制度の見
直し

障がい者医療費助
成のみ所得制限を
設けるとともに全
ての公費の入院時
食事療養費を廃止
した場合の削減額
等の試算を継続的
に実施している。

市助成制度の見直
し

令和４年度から福祉医
療費助成制度の見直し
を実施するための条例
や規則を改正した。

令和４年10月から後期
高齢者の窓口負担割合
が変更されることによ
り、福祉医療費助成の
負担が増えることが予
想されるため、市単独
事業の見直しを実施す
ることにより、事業を
持続的に実施すること
ができる。

福祉医療費助成制度ま
たは食事療養費の助成
が受けられなくなる人
への周知を徹底する必
要がある。

市助成制度の見直
し

100%

57
総合防災情
報システム
の構築

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

10

事務事
業のス
クラッ
プ＆ビ
ルド

危機管理
監

防災安全課
長

防災安全課
防災安全グ
ループ

自然災害や国民保護法
に基づく市民への情報
伝達としては、緊急速
報メール、ケーブルテ
レビ、ホームページ、
かめやま安心メール、
防災行政無線での周知
等、様々なツールを利
用しているが、一元管
理ができておらず、そ
れぞれの部署の職員が
操作を行い情報伝達を
行っている。

既設システムと自動
連携した多様な情報
伝達を一元管理し、
効率的に迅速かつ正
確に市民へ情報伝達
ができる、総合防災
情報伝達システムを
構築する。

実施設計等
の実施

災害時の市民への
情報伝達について
は、緊急速報メー
ル、防災行政無線
（同報系）、ＣＡ
ＴＶ、ホームペー
ジ等、様々なツー
ルを利用している
が、総合的な防災
情報伝達システム
の構築に向けて、
各種技術等の情報
収集・研究に取り
組んだ。

計画書等の作成

防災情報伝達システム
については基本の方向
性を整理した。
今後の事業化に向け検
討を進めた。

・システムの基本的な
方向性の整理が進ん
だ。
・事業化に関する関係
部署との調整が進ん
だ。

・同報系スピーカーの
設置における地域特性
の考慮
・個別対応における情
報伝達の対象者や通信
環境の有無への対応
・庁内他部署との連携

実施設計等 75%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

58

総合福祉セ
ンター機能
の在り方検
討

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

10

事務事
業のス
クラッ
プ＆ビ
ルド

健康福祉
部長

地域福祉課
長

健康福祉部
地域福祉課
福祉総務グ
ループ

総合保健福祉センター
あいあいは、２０００
年１２月(平成１２年)
に建てられ、１８年余
りが経過している。施
設内には、温泉施設を
始め、足湯、トレーニ
ング室、カラオケ室な
どがあり、今後の施設
管理を行うにあたり、
社会情勢や利用実態に
合わせた各施設の必要
性や在り方について検
討する必要がある。

温泉施設の今後の運
営の仕方や老朽化が
進んでいる各施設の
維持管理について、
利用者のニーズを把
握する観点から市民
を含めたワーキング
グループを立ち上
げ、施設の見直しや
長寿命化について検
討する。

見直し案の
作成のため
のワーキン
ググループ
会議の開
催：４回／
年

機能見直しに必要
な調査を実施する
ため、施設利用団
体へのヒアリング
や施設利用者調査
などの実施に向け
た予算化を行っ
た。

施設の見直しや温
泉施設の運営管理
の方法、長寿命化
について検討

施設の利用実態などの
把握に向け、利用団体
ヒアリングを実施し
た。しかしながら、総
合保健福祉センターが
新型コロナウイルスワ
クチンの接種会場とな
り、温泉施設、足湯、
トレーニング室などが
休止となり、利用実態
調査は実施できなかっ
たが、令和４年度の実
施に向け予算化した。

あいあいの利用団体を
選定し、利用状況を含
めた実態の把握や、施
設が有すべき役割や機
能などのとりまとめを
行い、ハード・ソフト
面の現状と課題を把握
することができた。

令和３年度に実施した
利用団体ヒアリングの
結果や施設利用者への
アンケート調査の実施
などを踏まえ、施設の
あり方を示した市の基
本的な考え方を示す必
要がある。

施設の運営管理の
方向性について決
定

25%

59

重度心身障
害者介助者
手当等の見
直し

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

10

事務事
業のス
クラッ
プ＆ビ
ルド

健康福祉
部長

地域福祉課
長

健康福祉部
地域福祉課
障がい者支
援グループ

重度心身障がい者
（児）の介助者に介助
者手当を支給してい
る。近年、在宅での障
がい福祉サービス等が
充実し介助者の負担が
軽減され、介助者手当
の支給制度のあり方を
見直す必要がある。

障がい者等が安心し
て地域で生活できる
よう障がい者やその
家族のニーズを把握
するとともに、重度
心身障害者介助者手
当等の支給制度を見
直し、新たな事業の
構築を図る。

重度心身障
害者介助者
手当等の廃
止及び新た
な事業の実
施

障がい者やその家
族のニーズの把握
や既存のサービス
の見直し等を視野
に入れ、第２次障
がい者福祉計画の
見直しに係るアン
ケート調査分析委
託の仕様等につい
て検討を行った。

ニーズに対応した
施策の検討及び実
施

アンケート調査を実施
し、障がい者等を主に
介助している人のニー
ズを調査、分析した。
また、行財政改革ワー
キングにおいて、重度
心身障害者介助者手当
を廃止しようとする場
合の代替事業や参考と
する先行事例、手法等
について検討を行っ
た。

アンケート調査の結
果、障がい者等を介助
している人の希望する
支援として、福祉サー
ビスのさらなる充実を
求める声が多く、優先
度が高いことが確認で
きた。一方、障がいの
特性等により移動が制
限される場合も多く、
窓口での相談に結びつ
きにくいといった状況
があることから、訪問
相談等のアウトリーチ
や、移動に係る支援の
必要性が確認できた。

重度心身障害者介助者
手当等の廃止及び新た
な事業の実施について
は、現下の物価高騰等
による市民生活の負担
増に対する配慮や、恒
常的な扶助費の増加に
対する市財政の健全性
の確保等を踏まえつ
つ、障がい者等を介助
する人の負担を実質的
に軽減できるよう、ア
ウトリーチ等による支
援や移動の支援等の可
能性も含めて検討して
いく必要がある。

ニーズに対応した
施策の検討及び実
施

50%

60
事業の一体
的な取組

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

10

事務事
業のス
クラッ
プ＆ビ
ルド

健康福祉
部長

地域福祉課
長,健康政策
課長

健康福祉部
地域福祉課
高齢者支援
グループ、
健康政策課
健康づくり
グループ

介護保険地域支援事業
の総合事業において、
鈴鹿市と協議のうえ、
広域連合に予算要求を
行っているが、事業に
よっては、利用対象者
が少なく、予算執行率
が８５％となってい
る。

介護保険地域支援事
業の総合事業におい
て、現在の取り組み
についての見直しを
行うとともに、高齢
者の保健事業と介護
予防事業の一体的な
取り組みを行う。

予算執行
率：９０％

介護予防とともに
住民主体の生活支
援サービスを進め
るべく「ちょこボ
ラ」を推進し、経
費の一部を補助し
た。また、関係部
署との協議を重
ね、既存事業の洗
い出しを行い、一
体的な取組の方向
性について検討を
行った。

健康づくり事業と
介護予防事業の一
体的な取り組みを
行う

総合事業の訪問サービ
ス提供に向けて取り組
むとともに、地域の身
近な通いの場であるサ
ロンへの専門職の派遣
により体操・口腔・栄
養などの指導を行い、
フレイル予防に取り組
んだ。また、国が進め
る「高齢者の保健事業
と介護予防の一体的な
実施事業」の実施に向
け取組の方向性につい
て検討を行った。

総合事業全体としては
新型コロナウイルスの
影響により縮小されて
いるが、地域包括支援
センターや多職種との
連携により事業の拡
大、推進に努めてい
る。また、高齢者の保
健事業と介護予防の一
体的な実施事業の方向
性の概要を取りまとめ
ることができた。

地域介護予防活動の推
進に努めるとともに、
「高齢者の保健事業と
介護予防の一体的な実
施事業」の実施につい
ては、関係部署や関係
機関との調整が必要で
あり、令和５年度から
の実施を目指す。

健康づくり事業と
介護予防事業の一
体的な取り組みを
行う

75%

61
行政講座情
報の一元的
な発信

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

10

事務事
業のス
クラッ
プ＆ビ
ルド

教育部長
生涯学習課
長

教育委員会
事務局
生涯学習課
社会教育グ
ループ

平成３１年４月に、か
めやま人キャンパスの
内容や、公民館・歴史
博物館の講座情報、
市・県の出前トークな
どの情報を掲載した
「亀山学びのガイド
ブック」を発行した
が、行政で行われてい
る講座の一元化には
至っていない。

行政において行われ
ている講座等のさま
ざまな学びについて
の情報を集約して
「亀山学びのガイド
ブック」等で一元的
に発信することで、
効率的な参加促進を
図るとともに、内容
や目的が重複する講
座等の整理検討に結
び付ける。

目的が重複
する講座が
整理され、
市民ニーズ
に合った学
びを提供

２０２１年度版の
亀山学びのガイド
ブックを発行し、
学びの情報の一元
的な発信を行っ
た。環境創造Ｇ主
催の講座情報を新
たに掲載するな
ど、内容の充実に
努めた。

学びのガイドブッ
クへの掲載情報の
精査、重複する講
座等の整理検討

他部署が実施している
講座等の情報を集約
し、２０２２年版「学
びのガイドブック」を
発行した。

他部署が実施している
講座等の情報を集約
し、２０２２年版「学
びのガイドブック」を
発行することにより、
一元的に学びの情報を
発信することができ
た。

他部署の講座情報を増
やすため、部署間の情
報共有と連携が必要で
ある。

一元化した情報の
発信

100%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

62
新たな官民
連携手法の
検討

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

11

ＰＰＰ
（官民
連携）
の導入
促進

政策部長
DX・行革推
進室長

政策部
DX・行革推
進室

これまでの国や県にお
ける民間活力の動向や
市の様々な取組状況を
踏まえて、必要に応じ
て「民間活力活用指
針」の見直しを行う必
要がある。

ＰＰＰ（官民連携）
手法の拡大を行い、
民間の持つ多種多様
なノウハウ・技術を
活用することで、市
民サービスの向上や
経費の削減につなげ
ていく。

新たな官民
連携手法の
実施

みえ公民連携共創
プラットフォーム
セミナーへの参加
や、官民連携オン
ラインセミナーを
受講した。

新たな官民連携手
法の検討

新たな官民連携手法を
検討するため、みえ公
民連携共創プラット
フォームセミナーやふ
るさと財団が開催する
官民連携セミナーへ参
加し、調査・研究を
行った。

新たな官民連携手法の
調査・研究を進めるこ
とができた。

新型コロナウイルス感
染症の影響により、み
え公民連携共創プラッ
トフォームセミナー等
へ参加できる機会が減
少している。

新たな官民連携手
法の検討

50%

63
指定管理者
制度の検証
と見直し

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

11

ＰＰＰ
（官民
連携）
の導入
促進

政策部長
DX・行革推
進室長

政策部
DX・行革推
進室

平成２９年１０月に
「総務委員会所管事務
調査報告書」におい
て、指定管理者制度に
係る提言を受けたた
め、第２次行財政改革
大綱後期実施計画にお
いて、検証と見直しを
行った。

選定方法、モニタリ
ング調査方法、今後
の管理運営方法の再
検討を行い、検証結
果に伴い次期契約の
内容を見直す。

指定管理者
制度の検証
と見直しを
実施

令和元年度に見直
した評価表に基づ
き、モニタリング
を実施した。ま
た、検証結果報告
書において、各施
設の実情に応じた
内容としたこと
で、施設毎の詳細
な検証を実施した

引き続き、制度の
検証と見直し

公募施設は年２回、非
公募施設は年１回のモ
ニタリングを実施する
とともに、検証結果報
告書を基に次期協定に
向け、検証を実施し
た。

モニタリングを実施す
ることで、多様化する
市民ニーズにより効果
的・効率的に対応でき
るような管理運営を
行っている。

新型コロナウイルス感
染症の影響により、施
設の閉鎖・営業時間の
短縮、イベントの縮小
等を実施せざるを得な
い状況下にあるため、
現行の指定管理料が適
正かどうかの判断が困
難である。

見直した内容によ
り実施

75%

64
多文化共生
の推進

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

11

ＰＰＰ
（官民
連携）
の導入
促進

市民文化
部長

文化課長

市民文化部
文化課
人権・ダイ
バーシティ
グループ

亀山市は外国人住民人
口が全人口の約４％を
占め、県下において比
率が高い傾向にあり、
より充実した環境の整
備が必要である。

三者間通話が可能な
電話通訳システムや
タブレット端末を活
用した映像通訳シス
テムを導入し、外国
人の暮らしに関わる
相談に対して対応で
きる体制を整備す
る。

多言語での
相談体制の
整備

令和２年２月から
外国人のための一
元的相談窓口を設
置し、タブレット
端末等を活用した
多言語での相談体
制の整備を行っ
た。また、関連部
署と連携して外国
人の暮らしに関わ
る案内や相談に対
応している。

検証及び見直し

タブレット端末等を活
用した多言語での相談
体制により、関連部署
と連携して外国人の暮
らしに関わる案内や相
談に対応することがで
きた。

三者間通話及びタブ
レット端末を使用した
相談件数  217件

ワクチン接種の予約等
の相談が多数あったこ
とにより、一時的に外
国人住民からの「外国
人のための一元的相談
窓口」の相談件数が増
加した。また、通訳不
在時にタブレット端末
等で対応に努めたもの
の、委託先の通訳も対
応中で確保できないこ
とがあった。

検証 100%

65
民間借上げ
型市営住宅
の推進

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

11

ＰＰＰ
（官民
連携）
の導入
促進

建設部長
建築住宅課
長

建設部
建築住宅課
住まい推進
グループ

低額所得者、高齢者、
障がい者、外国人など
の住宅確保要配慮者に
対し、市営住宅を提供
しているが、耐用年数
を超過し老朽化が進ん
できており、需要に応
じた住宅の確保が必要
である。

民間賃貸住宅を活用
した市営住宅の確保
を推進する。

民間借上げ
型市営住宅
戸数：１１
９戸（※累
計）

令和２年１０月に
民間借上げ型市営
住宅として栄町地
内に、栄町北住宅
８戸を借上げた。

住生活基本計画に
基づき、民間借上
げ型市営住宅戸数
の確保を推進（１
５戸）

令和３年１０月に民間
借上げ型市営住宅とし
て北町地内に、北町住
宅８戸を借上げ、市営
住宅として提供した。

市営和田住宅から、民
間活用市営住宅の北町
住宅へ、住替え５戸分
が確保できた。

市営住宅として、立地
環境のよい地域から、
民間活用市営住宅とし
て応募いただけるよ
う、事業者へのＰＲや
事前相談が課題であ
る。

住生活基本計画に
基づき、民間借上
げ型市営住宅戸数
の確保を推進（１
５戸）

75%

66
スクールバ
スの在り方
検討

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

11

ＰＰＰ
（官民
連携）
の導入
促進

教育部長
教育総務課
長

教育委員会
事務局
教育総務課
教育総務グ
ループ

スクールバスは、児童
の安全を最優先し、登
下校に際し適切に運行
しなければならず、さ
らに乗降時における安
全確保にも取り組む必
要がある。
一方、運転手の人材不
足と高齢化の課題があ
る。

専門性を有する事業
者への業務委託につ
いて検討を行う。

業務委託に
よるスクー
ルバス運行

スクールバスを利
用している自治体
（三重県内市）を
調査した結果、当
市以外の自治体
は、業務委託して
いることがわかっ
た。委託方法とし
て、①車両も含め
全部委託する方法
②車両は自前で運
行のみの委託する
方法があった。

・業務委託手法の
検討（バス管理、
臨時運行対応等）
・業務委託の可否
決定

現使用のスクールバス
に関する実態把握（距
離数、目視点検等）を
実施した。また、福祉
バスやスクールバス以
外の目的での活用に関
する内容を把握した上
で、業務委託について
検討を行った。

現使用のスクールバス
の使用見込み期間の目
安、及びコスト面の比
較をすることができ
た。

スクールバス以外の目
的で活用する件数が多
く、融通性が求められ
る中で、代替業務の実
施が困難である。ま
た、費用面において
も、現状から手法変更
すると相応の予算が必
要となる。このことか
ら当面の間は現行どお
りの運用とする必要が
ある。

業務委託によるス
クールバス運行

100%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
（R2～R4）

No 名 称 正 副 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

取 組 効 果 課 題 ・ 問 題 点 年 度 計 画

67
広域連携の
検討

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

12

新たな
自治体
間連携
の検討

政策部
長、総務
財政部長

政策推進課
長、総務課
長

政策部
政策推進課
政策調整グ
ループ、
総務財政部
総務課
人事給与グ
ループ

人口減少・税収減が見
込まれるなか、限られ
た経営資源を活用して
持続可能な行政サービ
スを提供していくため
には、自治体間の連携
協力により、市民サー
ビスの向上や業務の効
率化を進める必要があ
る。

鈴鹿亀山地区広域連
合と連携を図りなが
ら、広域的な取組を
必要とする事務事業
について検討を行
う。

広域連携に
ついて具体
的に検討を
行った事務
事業の数：
１業務

鈴鹿亀山地区広域
連合と連携を図り
ながら、高齢者や
障がい者等の消費
者被害を防ぐため
の鈴鹿亀山地区消
費者安全確保地域
協議会の設置につ
いて検討を行っ
た。

広域連携により効
率化が期待できる
具体的な取組につ
いて検討

鈴鹿亀山地区広域連合
を通じて、消費者の相
談窓口機能となる鈴鹿
亀山消費生活センター
の移転による相談機能
の充実を進めた。

鈴鹿亀山消費生活セン
ターが、11月1日に鈴
鹿ハンターショッピン
グセンター２階に移転
され、相談者の利便性
向上につながった。

引き続き、広域連携に
より効率化が期待でき
る具体的な取組につい
て検討を行う。

広域連携により効
率化が期待できる
具体的な取組につ
いて検討

75%

68

ＡＩ・ＲＰ
Ａ等のＩＣ
Ｔ利活用の
情報共有と
連携

Ⅲ
既成概
念から
の脱却

12

新たな
自治体
間連携
の検討

政策部
長、総務
財政部長

DX・行革推
進室長、総
務課長

政策部
DX・行革推
進室、
総務財政部
総務課
人事給与グ
ループ

ＡＩ・ＲＰＡ等のＩＣ
Ｔを利活用し、業務の
効率化を図るために
は、他自治体の効果的
な取組などの共有を図
る必要がある。

ＡＩ・ＲＰＡ等のＩ
ＣＴの利活用の効果
的な手法等につい
て、北勢４市合同研
修の場などを活用し
他自治体との情報共
有を図る。
また、ＡＩ・ＲＰＡ
等の効率的・効果的
な導入のため、他自
治体との連携を図
る。

新たにノウ
ハウを取得
した業務工
程数：２件

コロナ禍の影響で
延期となった北勢
４市合同研修に代
えて､県主催のス
マート自治体推進
検討会議に参画し､
ＡＩ・ＲＰＡ導入
に向けた研究に加
え､県内市町の事例
を学んだ｡また､本
市を含む県内４市
町が､総務省実施の
プロジェクトに選
定され､その中で､
固定資産税業務の
一部にＲＰＡを導
入した｡

研修実施により、
ＡＩ・ＲＰＡ等の
効果的な導入事例
等の情報共有を図
る

令和３年６月に、これ
までのスマート自治体
推進検討会議にかわっ
て三重県・市町ＤＸ推
進協議会が設置され
た。本会議に参画し、
他自治体との情報共有
や連携を図るととも
に、デジタルツールの
共同整備に向け検討を
行った。また、県が実
施するデジタル技術活
用等に関する実証実験
に参加した。

三重県・市町ＤＸ推進
協議会において、他自
治体との情報共有や検
討を行い、新たなデジ
タルツールの共同整備
が可能となった。

特になし

デジタル技術の効
果的な活用ノウハ
ウが得られた場合
は、運用に向けた
事務手続きを開始

100%

69

次期一般廃
棄物処理施
設の在り方
検討

Ⅲ
既成概
念から
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新たな
自治体
間連携
の検討

産業環境
部

環境課長

産業環境部
環境課
廃棄物対策
グループ

一般廃棄物処理施設
は、長寿命化計画に基
づく基幹的設備改良工
事や大規模整備工事、
年次計画に基づく定期
整備により延命化を
図っている。しかしな
がら、延命化工事によ
り延伸する施設の稼働
期間は令和１１年度以
降に満了する予定であ
ることから、これ以降
の一般廃棄物の処理を
どう進めるのか方針を
決定する必要がある。

次期一般廃棄物処理
施設の在り方につい
て、近隣市との間で
処理の広域化と処理
施設の集約化を図る
ことができないか調
査・研究し、経済性
や効率性、利便性な
どの視点から本市に
とって最適な施設の
在り方を検討する。

次期一般廃
棄物処理施
設の在り方
について方
向性を決定

ごみ処理施設につ
いて、近隣市の処
理経費、収集体
制、保有施設等を
調査した。単独で
の施設建設と広域
化・集約化をした
場合を整理し、教
育民生委員会に資
料提出した。

処理の広域化等の
検討
・建設費・維持管
理費の試算
・市民の利便性の
研究等

令和3年11月～12月に
近隣市の環境部署と意
見交換し、保有施設の
今後の整備計画や稼働
終了時期の確認、次期
一般廃棄物処理施設の
整備方針等について聴
き取りした。

施設を単独で建設した
場合や、本市と処理の
広域化・施設集約化し
た場合に関して、近隣
市の課題や意向を把握
することができた。

意見交換により確認さ
れた課題を整理し、今
後近隣市と協議を進め
ていく必要がある。

次期施設の在り方
について方針を決
定

25%

70

はしご自動
車の共同整
備・共同運
用

Ⅲ
既成概
念から
の脱却
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新たな
自治体
間連携
の検討

消防部長
消防総務課
長

消防本部
消防総務課
総務・消防
団グループ

限られた財源の中で、
市民の生命・身体・財
産を守り、大規模火災
や地震等の多種多様化
する災害へ的確に対応
していかなければなら
ない。
このような状況のな
か、年間の災害出動回
数が少なく、整備・運
用費用が高額であるは
しご自動車は財政上大
きな負担となってい
る。

はしご自動車の更新
時期が近い本市と鈴
鹿市が、当該車両を
共同整備・共同運用
することにより、そ
の財源を使用頻度の
高い資機材の整備や
現場要員の増強など
に充てることによ
り、両市の消防力を
強化する。

はしご自動
車に係る経
費削減及び
消防体制の
強化

共同整備が完了
し、令和３年２月
３日に共同運用を
開始した。
また、同年３月８
日、９日には、両
市消防本部合同の
訓練を実施した。

共同運用の継続実
施

両市で定めた運用要
綱・運用要領に基づく
管理サイクルで円滑に
運用できた。なお、両
市での合同訓練につい
ては、年２回の計画で
あったところ、新型コ
ロナウイルス感染症感
染拡大の影響により、
１回の実施となった。

運用面において災害対
応に遺漏がないよう、
両市で定期的に合同訓
練を実施し、連携を強
化することができた。

必要に応じて運用要
綱・運用要領を見直す
とともに、災害対応に
遺漏がないよう、両市
で定期的に合同訓練を
実施するなどの取組み
を継続する必要があ
る。

共同運用の継続実
施

100%
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消防指令業
務の共同運
用
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新たな
自治体
間連携
の検討

消防部長
情報指令課
長

消防本部
情報指令課
情報指令第
１・２グ
ループ

大規模地震、豪雨災
害、テロ災害や市街地
における大規模火災や
地震等の多種多様化す
る災害へ的確に対応し
ていくためには、人
的・財政的な資源を有
効活用し、将来にわ
たって持続可能な消防
体制を整備・確立して
いくことが必要であ
る。
社会経済情勢の変化、
各般の技術の進展に応
じて、より高度・専門
的な活動を実施できる
ようにしていく必要が
ある。

「消防の連携・協力
の推進について」(平
成２９年４月１日付
け消防消第５９号消
防庁官通知)に基づ
き、津市消防本部、
鈴鹿市消防本部及び
亀山市消防本部は、
平成３１年２月に
「津・鈴鹿・亀山消
防連携・協力勉強
会」を設立した。
今後も１１９番通報
受付及び出動指令、
また、常備消防の部
隊運用管理並びに消
防救急無線など、消
防指令業務の共同運
用(自治体間の連携)
に向け検討を進めて
いく。

消防指令業
務共同運用
に関する方
向性の決定

「津・鈴鹿・亀山
消防連携・協力勉
強会」において、
諸課題の調査・研
究を進めるととも
に、基本的な考え
方や方向性を検討
した。
令和２年度は勉強
会を５回開催した
ほか、消防長調整
会議を２回開催し
た。

共通の基本構想策
定に伴い、より具
体的な検討を実施

津・鈴鹿・亀山消防連
携・協力検討会（本会
３回：作業部会６回）
に出席し、消防力調査
や勤務体制等の検討を
実施するほか、既存指
令システムの課題整理
等の基礎調査業務委託
に係る調査及び検討を
進めた。

基礎調査業務委託に係
る調査及び検討を実施
したことにより、応受
援地域や覚書等の見直
しなどの次年度以降に
検討する項目が明確と
なった。

これまでの検討結果を
踏まえ、今後、実務レ
ベルの協議を進める必
要がある。

共通の方向性（運
用方式等）の決定

75%
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地域の担い
手育成支援
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地域ま
ちづく
り協議
会の運
営支援

市民文化
部長

まちづくり
協働課長

市民文化部
まちづくり
協働課
地域まちづ
くりグルー
プ

地域住民が自主的かつ
自立的に責任をもって
地域課題の解決に取り
組む地域まちづくり協
議会の継続的な活動を
行うためには、人材育
成の支援を行う必要が
ある。

地域リーダーの発掘
と育成及び組織内部
での後継者育成と役
割分担のしくみづく
りを支援する。

地域の担い
手が計画的
に育成さ
れ、多様な
人材が活動
に参画

地域担い手研修と
して、従来から開
催している「会議
ファシリテーショ
ン研修」（全３
回）に加えて「地
域のみらいづくり
アカデミー」（全
３回）を開催し
た。地域のみらい
づくりアカデミー
では、組織内部で
の後継者育成と役
割分担のしくみづ
くりを研修のテー
マに盛り込んだ。

・地域リーダーの
発掘と育成のため
の地域担い手研修
の開催
・組織内部での後
継者育成と役割分
担のしくみづくり
の検討

コロナ禍の影響で開始
時期が遅れたものの、
ファシリテーション技
術を学ぶ「会議ファシ
リテーション研修」を
１１月から全３回実施
したほか、組織内部で
の後継者育成と役割分
担のしくみづくりを研
修のテーマに盛り込ん
だ「地域のみらいづく
りアカデミー」を１０
月から全３回実施し
た。

コロナ禍の中、「会議
ファシリテーション研
修」については対面で
の研修となることから
人数制限を行う中での
開催となったものの、
「地域のみらいづくり
アカデミー」について
はオンラインや動画配
信により開催するな
ど、より多くの方に参
加してもらえる環境を
整えたことで、より多
くの方のまちづくりに
関する意識の醸成が図
れた。

地域担い手研修につい
ては、地域まちづくり
協議会によって出席者
数に差異がある。組織
内部での後継者育成と
役割分担のしくみづく
りについては、後継者
不足等により、役員選
出等に苦慮している地
域が一部で見受けられ
る。

・地域リーダーの
発掘と育成のため
の地域担い手研修
の開催
・組織内部での後
継者育成と役割分
担のしくみづくり
の検討

75%
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ＩＣＴを利
活用した情
報交流の仕
組みの構築
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地域ま
ちづく
り協議
会の運
営支援

市民文化
部長

まちづくり
協働課長

市民文化部
まちづくり
協働課
地域まちづ
くりグルー
プ

全ての地域まちづくり
協議会でインターネッ
ト環境が整備されてい
る中で、地域まちづく
り協議会と市が連携し
て課題解決に取り組む
ため、相互に情報交流
ができる仕組みを構築
する必要がある。

市と地域まちづくり
協議会がメールでや
り取りをしている文
書等について、ＩＣ
Ｔを活用した情報交
換の新たな仕組みを
構築することで、よ
り確実な情報交流を
実現する。

地域まちづ
くり協議会
や市が相互
に情報交流
を実施

新たな情報交流の
仕組みとしてのシ
ステムの検討を行
い、各地域まちづ
くり協議会へ説明
するとともに導入
を行った。

情報交流の仕組み
の運用

情報交流の仕組みとし
て導入した情報共有シ
ステムaipoの本格運用
に向け、操作マニュア
ルを作成し各地域まち
づくり協議会へ配布す
るとともに、地域まち
づくり協議会ごとに操
作研修を行った。

操作マニュアルを作成
し各地域まちづくり協
議会へ配布するととも
に、地域まちづくり協
議会ごとに操作研修を
行ったことで、地域ま
ちづくり協議会と市が
情報交流を行える体制
が整った。

地域まちづくり協議会
の事務職員によって、
情報共有システムaipo
の操作理解度に差があ
る。

情報交流の仕組み
の運用

100%
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地域共生社
会に向けた
包括的支援
体制の検討
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地域ま
ちづく
り協議
会の運
営支援

健康福祉
部長

地域福祉課
長

健康福祉部
地域福祉課
福祉総務グ
ループ

平成３０年度から社会
福祉協議会にＣＳＷを
配置し、個別支援を展
開しているが、その中
にはごみ屋敷等、制度
のはざまの問題など、
複雑かつ多様な問題を
抱えた世帯全体の支援
が必要な問題が顕在化
してきており、窓口・
支援機能の総合化が求
められている。国で
は、包括的支援の具現
化を進めており、令和
３年度から従来の制度
別に設けられた各種支
援の一体的な実施が行
われる予定である。

分野別の属性や課題
に基づいた縦割りの
制度を整理し、高齢
者、障がい者、生活
困窮者など、従来の
分野ごとで対応する
のではなく、地域ま
ちづくり協議会との
役割のすみ分けを行
いながら丸ごと受け
とめる包括的な支援
体制の構築を行う。

総合相談窓
口機能・支
援体制の構
築：１箇所

複合課題をＣＳＷ
に集約するつなが
るシートを導入
し、世帯全体の
トータルケアプラ
ンを作成すること
で、支援が必要な
世帯に対する相談
支援の体制を整え
た。また、令和３
年度から実施され
る重層的支援体制
整備事業の実施に
向け、総合相談窓
口機能をはじめと
した包括的支援体
制の構築に向けた
検討を進めた。

包括的支援体制の
導入（国の新たな
事業を活用）

市民の福祉課題に直面
する機会が多いと思わ
れる窓口を有する課に
対し、複合課題をＣＳ
Ｗに集約するつながる
シートの全庁展開を進
めた。また、世代や属
性を越えた相談支援や
地域づくりなどの一体
的な実施に向け、国の
補助事業である重層的
支援体制整備の移行準
備事業を実施した。

主要な窓口（市民相
談、税、水道、環境、
教育、病院など）に対
し、市と社会福祉協議
会のＣＳＷが伺い、複
合課題をＣＳＷに集約
するつながるシートの
全庁展開した。これに
より、小中学校を中心
として各分野で把握し
た課題が、福祉分野に
つながる体制づくりが
進んだ。

本市での取り組むべき
優先課題を解決につな
げられるよう、健康福
祉部をはじめ、鈴鹿亀
山地区広域連合や社会
福祉協議会と役割分担
の協議など、本市の実
情に即したしくみづく
りを継続的に進めてい
く必要がある。一方
で、個別支援の展開に
より相談件数は増加傾
向であり、支援体制の
充実・強化の検討も必
要である。

包括的支援体制の
運用（国の新たな
事業を活用）

50%
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地区衛生組
織連合会事
業の在り方
の検討

Ⅳ

市民総
活躍に
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り
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共助に
よる支
え合い
の基盤
の強化

産業環境
部

環境課長

産業環境部
環境課
環境創造グ
ループ

亀山市地区衛生組織連
合会は、亀山市自治会
連合会・亀山市婦人会
連絡協議会・亀山市老
人クラブ連合会により
組織している。
現在、各団体の構成員
等の減少により事業運
営に支障をきたしてお
り、亀山市地区衛生組
織連合会事業の在り方
について検討を進める
必要がある。

亀山市地区衛生組織
連合会事業の在り方
について、本連合会
実施事業と類似する
事業を行っている他
団体と協議・調整の
上、その方向性を検
討する。

亀山市地区
衛生組織連
合会事業の
在り方の方
向性を決定

亀山市地区衛生組
織連合会役員会や
環境創造グループ
内で事業の洗い出
しを行った。

亀山市地区衛生組
織連合会事業と類
似する事業を行っ
ている団体との協
議

環境未来創造会議の快
適部会を開催し、協議
を行う予定だったが、
新型コロナウイルス感
染症の影響で延期とな
り、開催することがで
きなかった。

部会を開催し、亀山市
地区衛生組織連合会事
業の在り方の方向性を
協議してもらう。

課題、問題点は特にな
いが、部会を開催する
ことができなかったた
め、協議がR4年度に
なってしまったことか
ら、早々に開催する必
要がある。

亀山市地区衛生組
織連合会事業の在
り方の方向性を決
定

50%
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自主防災組
織等の強化
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共助に
よる支
え合い
の基盤
の強化

危機管理
監

防災安全課
長

防災安全課
防災安全グ
ループ

災害時において、自ら
を守る自助と相互に助
け合う共助の重要性を
市民一人ひとりや地域
での意識を高め、それ
ぞれが自らを守ること
のできるよう、地域住
民が自らの課題として
捉える地区防災計画の
策定を進めるととも
に、自主防災組織など
の防災組織の強化を図
る。

自主防災組織の強化
を図るため、地区防
災計画の策定支援を
行う。

地区防災計
画を策定し
た地域まち
づくり協議
会等の数：
１０地区

川崎、野村、井田
川北、加太地区の
策定を行った。

地区防災計画の策
定支援

昼生地区において、地
区防災計画の策定に向
けて支援をしている。
他の地区（野登、御幸
地区等）において、策
定に向けて呼びかけを
行った。

・昼生地区の地区防災
計画の策定に向けた支
援を継続している。
・新規地区（野登、御
幸地区）の着手に向け
た協議に入った。

地区防災計画に取り組
みやすくするため、手
法の検討が必要。

地区防災計画の策
定支援

75%

77

かめやま人
の活躍によ
る市民の連
携強化

Ⅳ

市民総
活躍に
よるま
ちづく
り

14

共助に
よる支
え合い
の基盤
の強化

教育部長
生涯学習課
長

教育委員会
事務局
生涯学習課
社会教育グ
ループ

現状地域には様々な地
域課題があり、その課
題解決に取り組むため
地域で活躍できる人材
を育成する必要があ
る。

地域で活躍できる人
材を育成するかめや
ま人キャンパスにお
いて、地域の魅力発
信や環境問題への取
組、地域課題の解決
のための事業化など
に取り組める人材を
育成するとともに、
その活躍の場を提供
する。

かめやま人
キャンパス
を修了した
人数：６０
人

かめやま人キャン
パス講座を実施す
るとともに、全受
講生を対象とした
オンライン体験合
同講座を行い、Ｉ
ＣＴを活用した学
びの提供を行っ
た。

かめやま人キャン
パスによる人材育
成（３年次：実践
編）

地域課題に取り組む人
材を育成するため、か
めやま人キャンパスを
Ｚｏｏｍ等を活用して
実施した。しかし、新
型コロナウイルス感染
症の流行により、予定
していた回数の講座が
できなかった。

起業の講座について
は、オンラインを活用
したことで所定の講座
を開催し、講座修了者
１０人をかめやま人に
認定した。他の３講座
については、講座回数
が確保できなかったた
め、１年延長し、令和
４年度も引き続き講座
を実施することとなっ
た。

受講者の修了後の実践
活動を見据え、行政関
連部署や市内外の団体
とさらに連携する必要
がある。また、コロナ
禍の中であっても学び
の場を提供するため、
ＩＣＴを活用した講座
の実施を検討し、可能
な限りオンラインと会
場参加を併用したハイ
ブリッド型の講座を実
施する。

かめやま人キャン
パスによる人材育
成（第２期生募
集、１年次：入門
編）

75%



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
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目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度
全体進捗率
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78
協働による
まちづくり
の推進

Ⅳ

市民総
活躍に
よるま
ちづく
り

15
協働事
業の推
進

市民文化
部長

まちづくり
協働課長

市民文化部
まちづくり
協働課
市民協働グ
ループ

地域課題の解決に向け
ては行政だけでは限界
があり、市民活動団体
や地域まちづくり協議
会などと協働で取り組
む必要がある。現在、
協働事業提案制度以外
にも様々な場面で行政
と各種団体と一緒に事
業が展開されている
が、協働の指針に基づ
く協働が行われるよう
庁内体制の整備を推進
する。

市民活動団体や地域
まちづくり協議会と
行政との協働の体制
を整備する。

協働事業提
案制度を実
施した件
数：３０件
（※累計）

協働事業提案制度
を利用せず、課題
解決に向けて各地
域まちづくり協議
会がそれぞれ異な
る部署（行政）と
協働事業を展開し
ている。

地域の課題解決に
向けて、地域まち
づくり協議会と行
政とが協働できる
しくみの検討

協働事業提案制度を利
用せず、課題解決に向
けて各地域まちづくり
協議会がそれぞれ異な
る部署（行政）と協働
事業を展開している。
なお、地域課題の解決
に向けての庁内体制の
整備については、市が
実施する事業における
地域まちづくり協議会
との連絡調整に関する
ことを地域担当職員が
担うことで庁内体制の
整備を図っていくこと
とした。

協働事業提案制度を実
施した件数：29件（※
累計）

地域まちづくり協議会
と行政の協働は、地域
により課題が異なり、
すでに各地域まちづく
り協議会がそれぞれの
部署と協働事業を展開
しているため協働事業
提案制度を利用する必
要性がない。

協働のしくみによ
る地域まちづくり
協議会と行政との
協働事業の実施

75%

79
文化財建造
物の公開活
用の拡充

Ⅳ

市民総
活躍に
よるま
ちづく
り

15
協働事
業の推
進

市民文化
部長

文化課長

市民文化部
文化課
まちなみ文
化財グルー
プ

関の山車会館等整備が
完了した文化財建造物
について、公開活用を
より拡充していく必要
がある。

公開活用を拡充する
ため、市民団体等の
参画を進める。

新たな市民
団体等の増
加

市民団体（関宿
「関の山車」保存
会）と管理・運営
方法の方向性につ
いて協議を行っ
た。

・市民団体等との
協議
・参画団体等の増

関宿「関の山車」保存
会及び各山車持ち自治
会と関の山車会館の利
用について協議。
旧佐野家住宅について
野村地区まちづくり協
議会と活用について協
議を行った。

山車持ち自治会４団体
の内、２団体が関の山
車会館離れ（伝承活動
棟）において、お囃子
の練習や披露を行っ
た。

野村地区まちづくり協
議会と旧佐野家住宅の
活用について協議し、
イベントで活用予定で
あったが、コロナ禍に
より実現できなかっ
た。

・市民団体等との
協議
・参画団体等の増

100%

80

高校、大学
及び学生企
業等、各種
学校連携の
強化

Ⅳ

市民総
活躍に
よるま
ちづく
り

15
協働事
業の推
進

産業環境
部長

商工観光課
長

産業環境部
商工観光課
観光・地域
ブランドグ
ループ

協働事業では様々な活
動主体と連携を行って
きたが、後継者不足等
の理由で、協働事業の
持続性が危ぶまれる。
新たな発想による活性
化と持続的な協働事業
の在り方が望まれる。

高校、大学及び学生
企業等と連携して、
継続的に観光分野に
おける協働事業が推
進できる仕組みづく
りを、様々な機会を
利用して構築する。

各種学校連
携の回数：
１回

四日市で開催され
るＢ１グランプリ
に向けて、会場Ｐ
Ｒ方法など、鈴鹿
大学学生企業に協
定に基づき業務委
託を行った。ま
た、亀山７座トレ
イルで、鈴鹿高校
山岳スキー部と連
携して登山道の放
棄ゴミの回収作業
を行った。

・観光分野の実施
事業での学校連携
の仕組みの推進
・協定書等の締結

亀山７座トレイル登山
道活用ネットワーク
で、鈴鹿高校山岳ス
キー部と連携している
が、コロナ禍により会
議も継続的に行えず、
具体的な活動は行って
いない。

亀山７座トレイル登山
道活用ネットワーク
で、鈴鹿高校山岳ス
キー部と登山道整備の
活動予定。

上半期はコロナ禍に
あったため、会議や
フィールドワークに制
約があり、特に学生と
の連携は難しい。

・観光分野の実施
事業での学校連携
の仕組みの推進
・協定書等の締結

50%

81

生活道路改
良要望に対
する評価基
準の策定

Ⅳ

市民総
活躍に
よるま
ちづく
り

15
協働事
業の推
進

建設部長 土木課長

建設部
土木課
道路整備グ
ループ

市民から寄せられる生
活道路改良要望につい
て、限られた財源で、
質の高い道路整備を実
現するために地域と行
政が協働して、地域の
道路整備計画を策定、
整備に取り組んでいる
が、市民ニーズは多様
化しているため柔軟な
対応が求められてい
る。このことから道路
整備計画の策定を前提
とした道路整備に拘る
ことのなく柔軟性に富
んだ道路整備が行える
仕組みづくりを構築す
る必要がある。

生活道路改良要望に
関する仕組みづくり
として、定性的・定
量的な評価基準を策
定し、運用を開始す
る。

評価基準の
策定及び運
用開始

新型コロナウイル
ス感染症等の流行
により、先進都市
への調査の実施を
令和２年度から令
和３年度へ移行し
た。
また、亀山市生活
道路整備指針の指
針対象の見直し、
他事業との関係性
整理を図ること
で、道路整備の必
要性判断根拠とな
る内規の検討を進
めた。

基準の内容及び運
用方法の検討・策
定

亀山市生活道路整備指
針の改定版（案）及び
評価基準（案）につい
て、要望路線の評価・
優先度判定（サンプリ
ング）を行い、今後の
整備方針とのずれが生
じていないか最終の確
認を行い策定が完了し
た。

生活道路整備指針の見
直しについて、産業建
設委員会（令和４年４
月）へ資料の提出及び
各自治会長へ文書を配
布し、生活道路整備に
ついての理解を深める
ことができた。

特になし 基準の運用 100%
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82

市道草刈活
動支援事業
の活動団体
の拡大

Ⅳ

市民総
活躍に
よるま
ちづく
り

15
協働事
業の推
進

建設部長
建設管理課
長

建設部
建設管理課
道路保全グ
ループ

県道からの管理移管や
開発行為による認定等
で市道延長及び路線数
の増加に伴い、管理範
囲が拡大の一途をた
どっている。国道や農
道と違い、市道は一般
生活や通学路のように
市民生活に直結した道
路であり、交通車両や
歩行者の安全な交通に
対応する市発注による
市道草刈委託料も増加
している。

現在の参加団体には
自治会以外の団体や
地域まちづくり協議
会からの参加もあ
り、今後も草刈支援
事業実施の協力団体
の公募を引き続き行
い、参加団体の拡充
で市民協力のもと市
財政の歳出の抑制を
図る。

参加団体
数：４７団
体

協力団体の公募
を、市広報４月１
日号及び市ＨＰに
掲載し、市民・各
団体に同事業につ
いて幅広く通知
し、参加を依頼し
た。

協力団体の公募(市
広報を活用して幅
広く市民に通知)・
各団体に同事業へ
の参加依頼、地域
まちづくり協議会
との連携

令和３年４月１日号の
広報で、草刈支援事業
実施の協力団体を公募
し、自治会に限らず地
域まちづくり協議会や
有志団体などから、幅
広く参加協力が得られ
ている。

参加団体数：３６

現在の参加団体に対す
る継続依頼を行うとと
もに、各団体への新規
参入を促す必要がある

協力団体の公募(市
広報を活用して幅
広く市民に通知)・
各団体に同事業へ
の参加依頼、地域
まちづくり協議会
との連携

75%

【別表】令和3年度効果額（歳入確保及び歳出抑制等）
(単位：千円)

No. 主 な 取 組 歳入効果額 歳出効果額 主 な 内 容

27 Ⅱ 財政運営の強化 ６ 歳入確保の推進 普通財産の有効活用・売却 11,578 土地・建物貸付及び土地・建物売払（法定外公共物等）によるもの

30 Ⅱ 財政運営の強化 ６ 歳入確保の推進 市の債権の適正管理 68,091 市税や国民健康保険税などの滞納繰越分の収納率の向上

31 Ⅱ 財政運営の強化 ６ 歳入確保の推進
保育所等利用者負担金（現年分）の
収納率の向上 57 現年分の収入率の向上

34 Ⅱ 財政運営の強化 ６ 歳入確保の推進
公営市営住宅使用料（現年分）の収
納率の向上 204 現年分の収入率の向上

35 Ⅱ 財政運営の強化 ６ 歳入確保の推進 医業未収金の徴収対策 2,671 収納率の向上

70 Ⅲ 既成概念からの脱却 12
新たな自治体間連携の検
討

はしご自動車の共同整備・共同運用 12,544 はしご自動車共同整備・共同運用による経費削減

82,601 12,544

目 標 重 点 方 針

95,145


